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２０２５年１１月７日 

兵庫県知事 

  齋 藤 元 彦 様 

                      日本共産党兵庫県議員団 

             団長  庄本 えつこ 

政務調査会長 久保田 けんじ 

 

２０２６年度予算編成に対する申入書 

 

２０２４年３月、齋藤元彦知事の違法疑惑を告発した文書についての県議会調査特

別委員会（百条委員会）、第三者調査特別委員会の報告書がまとめられ、斎藤知事のパ

ワハラを認定するとともに、文書に対する知事と県当局の初動の対応が、公益通報者

保護法に違反する通報者探索であり、文書配布行為について処分をおこなったことは、

違法な不利益取扱いであり、違法で無効であることを指摘しました。報告書では、通

報者に対する違法な処分の撤回など、是正措置を求めていますが、齋藤元彦知事は、

対応は適切だったとして、処分撤回に応じません。法律違反を犯し、県職員を死に追

いやった責任を認めず、誤りを是正しないまま、県政を担う立場に居座り続けるのは、

社会的道義的に許されるものではなく、ただちに辞職すべきです。 

２０２６年度の兵庫県予算編成は、齋藤知事のもとではなく、新しい知事のもとで

行うべきであることをまず求めるものです。 

 

物価高の影響で県民生活はますます深刻です。物価高が家計を圧迫し、実質賃金は

あがらず、中小企業の倒産、休廃業なども相次いでいます。中小企業を支援し、最低

賃金を引上げ消費行動を活発化させる、真のボトムアップ型の経済政策が求められて

います。消費税減税を国に迫り、岩手県、茨城県、群馬県、山梨県、奈良県、徳島県

で実施されている賃上げ支援金制度を兵庫県でも創設すべきです。 

 学生の学費負担も深刻です。県立大学の県内生の学費無償化については、１歩前進

ですが、県外生も含めた全学生に対象をひろげるべきです。ひろい学生に支援が行き

渡るよう、県独自の給付制奨学金を創設し、支援するべきです。 

子育て支援事業をすすめることが必要です。学校給食費無償化、１８歳までの医療

費無料化は、県の一般会計予算のわずか１％で可能です。２歳までの保育料の無料化

も切実です。県としてまとまった子育て施策をすすめることを求めます。 

 

 兵庫県は、「住民福祉の機関」として福祉と暮らしを守る自治体の役割を果たすた

めに２０２６年度予算を編成することを強く求め、７１０項目の予算申し入れを行う

ものです。 
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《 総務部、財務部、危機管理部 》 
 

被爆８０年、戦後８０年、国連憲章制定８０年。人類の歴史は、平和と人権の尊重

へと大きな前進をとげている。昨年は「生きているうちに全ての核兵器をなくし、平

和な世界の実現を」願っている被爆者のみなさんの全世界に向けての運動に対し、ノ

ーベル平和賞が授与された。これは世界から核兵器をなくす「希望の光」となった。 

 しかし、世界では今でも、戦争、紛争が続いている。その中で、ロシアのウクライ

ナ侵略におけるプーチン大統領の核兵器使用威嚇、イスラエルのガザ侵攻においても

イスラエル政府関係者による核威嚇など、核兵器が決して「戦争の抑止力」ではなく、

核兵器保有国の戦争の手段であること、それが戦争をエスカレートさせたことをはっ

きり示している。核兵器がある限り人類は核兵器使用の危険にさらされている。ガザ

ではやっと停戦へ向けて「第１段階」の合意がなされました。しかし、ハマスが停戦

違反をしたとしてイスラエルは停戦後最大規模の攻撃を行った。合意の厳格な実施、

一時的な停戦に終わらせず、恒久的で包括的な和平の実現を望むものである。 

 

１．２１年１月２２日に正式発効した核兵器禁止条約は、現在９５か国が署名、さら

に署名はしていないが参加している国が４か国あり、合わせて９９か国で、批准国は

７４か国となった。また、昨年日本被団協がノーベル平和賞を受賞したことは新たな

希望である。今年の７月には、日本被団協、日本原水協、原水禁が核兵器廃絶に向け

ての共同記者会見を行った。日本政府が唯一の戦争被爆国でありながら、アメリカの

「核の傘」への依存を理由に条約に背を向け続けていることは、きわめて恥ずべきこ

とであり、世界から大きな批判が寄せられている。政府がこれまでの態度を改め、す

みやかに条約に参加し、条約署名・批准することを県として強く要請すること。 

 

２．土地利用規制法により、区域指定が５８３か所にも及んでいる。県内では広峰無

線中継所、姫路駐屯地など７基地・５無線中継所が「注視区域」指定された。米軍や、

県内の自衛隊基地などに、内閣総理大臣が指定する安全保障上の「重要施設」の周囲

1㎞を「特別注視区域」、それ以外を「注視区域」に指定している。同法に基づく土地

規制は経済活動やまちづくりに影響を与え、基地や原発などの周辺住民らを政府が監

視し、憲法が保障するプライバシー権や財産権、思想・良心の自由を侵害するもので

ある。指定の撤回とともに、土地利用規制法の廃止を強く国に求めること。 

 

３．自民党政権による「敵基地攻撃能力の保有」、５年間で４３兆円もの大軍拡の具体

化である「軍拡財源法」「軍需産業支援法」の撤回を求めること。 

 

４．憲法９条を守り、集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回、安保関連法（戦争法）、

特定秘密保護法・共謀罪の廃止を国に求めること。 
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５．憲法と平和を守る県政へ 

(１)憲法の平和・人権・民主主義の原則を国政の各分野に活かすことを国に求めると

ともに、憲法を根幹にした県政を推進すること。 

(２)「全国首長九条の会」の趣旨に賛同し、知事も「全国首長九条の会」に参加する

こと。 

(３)憲法９条を守り、戦争体験を継承し、平和を願う県民の自主的な取り組みに対し、

支援すること。また県内の被爆者支援を充実するとともに、被爆の実相を伝える事業

を県として行うこと。被爆者援護の活動強化をすすめること。 

(４)県として「非核平和宣言」にもとづき、県管理のすべての港湾に非核「神戸方式」

を導入すること。 

(５) 全国知事会等も求める日米地位協定の見直しについて、国に求めること。沖縄

新基地建設問題は、民意を反映し、辺野古への移設を行わないよう国に求めること。 

(６) 米軍のオスプレイの事故が多発している。米空軍による事故の調査報告書は、

「正確な根本原因を特定できなかった」としている。根本原因が解明されず、今後の

再発防止も示していないにもかかわらず、政府は米国の説明を鵜吞みにして「安全性

には問題ない」と日本での飛行を許している。米軍の低空飛行訓練のブラウンルート

には兵庫県但馬地域が含まれており、一昨年９月１９日には但馬上空での飛行が目撃

されている。米国に対し、事故の原因究明を求めるとともに米軍、自衛隊所有の全機

の飛行を中止し、撤退するよう国に求めること。 

(７) ２０２３年、米海兵隊のＭＶ22オスプレイが沖縄以外の日本国内での山岳地帯

で行う低空飛行訓練で、最低高度を現行の約１５０メートル（５００フィート）から

約６０メートル（２００フィート）に引き下げることで合意した。さらに米空軍作成

の飛行マニュアルではＣＶ２２オスプレイは山岳地帯では高度約６０メートル、非山

岳地帯では約３０メートルでの飛行を想定していることが判明した。国民・県民を危

険にさらすオスプレイ等の低空飛行訓練を行わないよう国と米軍に求めること。 

(８) 防災訓練への在日米軍の参加要請を行わないこと。 

(９)日本の侵略戦争を認めない政府の歴史認識が、東アジアの平和と外交に重大な障

害をもたらしている。旧日本軍｢従軍慰安婦｣問題について、２０１５年に合意した日

韓合意では、被害者や支援者から受け入れられないとの批判が強い。日本の公式謝罪

と賠償責任が果たされるよう国にもとめること。また、強制連行・労働を強いた徴用

工問題、中国残留日本人問題、シベリア抑留者、治安維持法犠牲者、原爆・大空襲な

どの民間被災者問題など、未解決の戦後補償問題について、国の責任を明確にするよ

う働きかけ、被害者の立場に立った解決に向け尽力するとともに、県内の被害者に必

要な支援を行なうこと。 

(１０）憲法の平和・人権・民主主義の原則を国政の各分野に活かすことを国に求める

とともに、憲法を根幹にした県政を推進すること。歴史教科書等への内容・選択に行

政が介入しないこと。 

(１１)北東アジア地域自治体連合参加自治体として、過去の侵略戦争と植民地支配の

反省にたった交流・発展の共同をすすめること。そのための予算を増やすこと。 
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(１２)自衛隊と米軍等による大規模な共同訓練が行われている。共同訓練等に反対し、

県施設の提供を行わないこと。締約国軍隊（オーストラリア軍、イタリア軍）への、

軽油税免除はやめること。 

(１３)自衛隊の個人情報収集、高校生などを対象に自衛隊入隊を勧誘する業務などに

は県は協力しないこと。自衛隊法９７条第１項及び自衛隊法施行令１２０条は、義務

ではなく「できる」条項であり、自衛隊入隊適齢とされる県民の名簿を自衛隊に提供

しないこと。市町にも助言すること。 

(１４)自衛隊の長尾山演習場は、払い下げを国に求め、県立自然公園として県民の憩

える場に整備すること。  

(１５)在日外国人らに対するヘイト・スピーチを規制する対策を講じること。 

 

６．県庁舎のあり方検討会において「新庁舎等整備プロジェクト基本構想」案が示さ

れた。県庁舎再整備については、県職員の執務スペースを十分確保すること。合築が

検討されている県民会館のホールや貸し会議室などの機能を、従前どおりに確保する

こと。賑わいスペースについては、民間提案による敷地活用をうたっているが、何を

どのようにするのかが不透明である。県庁舎、県民会館とともに、敷地スペースの活

用についても、地域住民、県民の意見を聞く場を設けること。 

 

７．県職員の定数・処遇について 

(１)職員３割削減を維持するのでなく適正な職員配置を行うこと。人件費削減ありき

の財政フレームを見直し、とりわけ、急がれる高校までの少人数学級実現のためにも

国に定数改善を求め、教職員配置を充実すること。 

(２)県職員の給与について、すべての「行革」独自カット分の回復をおこなうこと。

給与削減につながる「給与制度の総合的見直し」はやらないこと。 

(３)県外郭団体やそこで働く雇用者に対し、労働契約法改正に伴う無期雇用転換ルー

ルを周知徹底し、無期雇用への転換を促すこと。 

(４)職員の自殺や精神疾患の問題では、上司の責任を含めた原因究明と、職場環境の

改善に努めること。 

(５)超過勤務縮減の努力がなされているものの知事部局等で年間３６０時間超が３

２９人、５４０時間を超える残業が一部職員に強いられている。行革で削減された県

職員数を増やし、長時間労働を是正すること。非正規職員の処遇を改善するとともに、

正規職員化をすすめること。また、定年延長について条例改正がされたが、今後給料

を引き下げることがないようさらなる条例改正をすること。定年延長に伴う新規採用

抑制につながらないよう、定員増も含めて新規採用を進めていくこと。「会計年度任

用職員」制度が導入されているが、恒常的業務に正職員を配置すること。 

(６)兵庫県の最低賃金が６４円引き上げられ、１１１６円の改定額となった。しかし

これでは、まともな生活が成り立たない。中小企業への支援を強化し、すみやかに最

低賃金１５００円以上をめざすこと。 

(７)「公契約条例」制定で、県と契約を結ぶ企業などで働く労働者の最低賃金につい



5 

 

てもすみやかに１５００円以上をめざし、官製ワーキングプアをなくすこと。また、

住民の福祉・くらし・教育にかかわる分野の公務の民間委託はやめること。 

 

８．公益通報制度 

文書問題に関する第三者調査委員会は、公益通報に対し、県に対して、「その有

用性をよくかみしめ、法の趣旨に沿った対応をする姿勢を持つべき」と指摘し、

「外部公益通報を覚地した場合の対応、知事や副知事が通報の対象となった場合の

対応についても体制を整備しておくことが必要」と述べている。通報者のプライバ

シー保護を徹底し、不利益が被ることのないようにするなど、第三者調査委員会の

指摘に沿った体制を整備すること。 

 

９．ハラスメントをなくすために、知事を含め幹部職員に対する研修を定期的に行う

こと。相談体制を充実するとともに、一般職員に対しても研修をすること。 

また、知事、副知事がパワハラの主体となった場合の体制の整備を行うこと。 

 

１０．知事と議長の公用車については、地球温暖化対策を考慮し、低廉な電気自動車

にするなど、県民の理解が得られる公用車に見直すこと。 

 

１１．真の県民参加をすすめる県政へ   

(１)公文書管理条例について 

①公文書は「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」であり、県民の知

る権利を保障するものであることを踏まえ、廃棄については、廃棄予定文書ファイル

について公文書管理委員会の意見を聞くこと。ファイルリストを公示し、県民がチェ

ック、異議申し立てをできる仕組みにすること。 

②指定管理者、出資法人についても、県が県民に責任を持つ施設等であることから、

公文書等と同等にすべきであり、管理規則を設け公表すること。 

(２)県民への県政の情報公開を大きくすすめ、重要な問題については、住民意見を反

映するための公聴会等を開催し、審議会等への公募による住民参加を増やすこと。  

(３)「パブリックコメント」は、十分な期間や県民からの反対意見を反映する仕組み

など、抜本的な改善をすること。 

(４)投資事業評価については、住民に公開し、住民推薦のメンバーを入れることや、

代替案の検討などで、十分な審議をつくすこと。 

(５)県政へ意見・提案を述べられる「さわやか提案箱」をホームページ上だけではな

く、郵送などでも広く受け付けること。 

 

１２．市町との関係について 

(１)市町と共同で行っている事業の補助率削減や、市町に事業や施設の押し付けを行

わないこと。事務移譲にあたっては市町の意向を尊重し、財源保障をすること。市町
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の独自性を損なうような県職員の出向や、県幹部の天下りは行わないこと。 

(２)専門職などの人材確保などに困難がある市町にたいし、十分な議論なく、一方的

に権限と仕事を押し付けることがないようにすること。 

 

１３．円安と物価高騰のもと、県民の暮らしを応援するために、さらなる水道料金の

減免・引き下げを市町に働きかけ、財政支援を行うこと。 

 

１４．「公共施設等総合管理計画」については、市町や県民の意見を十分に反映し、安

易な県立施設の統廃合や移譲を進めないこと。 

 

１５．公的責任を後退させる指定管理や、個人情報の漏えいの懸念がある県民サービ

スの民間委託を広げないこと。 

 

１６．ＮＰＯ認証団体に対して、税制上の優遇措置、公的施設の利用料減免、運営資

金援助制度の拡充を行うこと。市町ボランタリー活動支援事業を拡充すること。 

  

１７．私学助成の拡充について 

(１)国の授業料無償化に対する上乗せについて 

①2026年度から、全国の私立高校の授業料無償化が、世帯の所得制限なしで、私立高

校の平均授業料相当額である年間最大 45 万 7,000 円まで支給される予定であるが、

国が措置することによる県の剰余金で、上乗せ措置を行い、平均ではなく、完全に無

償化すること。 

②日本への定着が見込まれる外国人の生徒は対象となるが、留学生や外国人学校の生

徒は原則として対象外となる見通しである。無償化措置は、留学生や外国人学校の生

徒も等しく対象にすべきである。 

(２)高等学校への通学費補助を創設すること。 

(３)朝鮮学校への補助金削減を撤回し元にもどすこと。 

 

１８．県立大学について 

(１)兵庫県立大学の運営にあたっては、公立大学として大学の自治と学問・研究の自

由を守り、外部資金や競争的資金にたよるのでなく、交付金を減らさず、研究費を拡

充し基礎研究を大切にするため、公的責務をはたすこと。 

(２)兵庫県は、県内在住者を対象に、県立大学・県立芸術文化観光専門職大学の入学

金と授業料を無償化した。大きな一歩であるが、県外在住者等を含め早期に全学年の

入学金・授業料の完全無償化を行うこと。 

 

１９．学生に対する県独自の給付制奨学金制度を創設すること。  

 

２０．職業教育支援について 
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専門職大学だけでなく、既存の大学、専修学校等で行われている職業教育への支援を

充実させること。 

 

２１．県経済は、１０％への消費税増税と物価高騰で深刻な消費不況に陥っている。

消費税を緊急に５％に減税するよう国に求めること。また、経営困難な中小事業者に

は、２５年度分の消費税の納税を免除すること。 

インボイス制度は、零細企業やフリーランスにまで納税義務を拡げ、負担と格差を

さらに拡大するものであり、国に中止を求めること。総務省から「消費税免税業者を

入札や公契約から排除することは適当ではない」との通知が出されているが、県とし

て免税業者を入札や公契約から排除しないこと。 

 

２２．県の税収、財政対策について  

(１)大企業と富裕層への優遇・不公平税制を見直し、応分の負担を求めることを中心

にすえた税財政対策を行うこと。 

(２)税収確保の基本は、県民の所得を増やす対策をすすめることにある。行き過ぎた

徴税対策は見直すこと。 

(３)自動車税種別割の障害者減免の障害区分について、減免制度を拡充すること。 

(４)税収業務の個人情報を扱う業務の民間委託について、委託業者からの再委託など

が繰り返されており、個人情報保護の観点からも懸念があり、委託しないことも含め

て事業を見直すこと。 

 

２３．「県政改革方針」について 

(１)「県政改革方針」によるこれ以上の県民サービス削減をやめること。「県政改革方

針」に基づく「ひょうご事業改善レビュー」は「事業のカット」が目的ではないとい

うが、県民サービス削減につながることはやらないこと。 

(２)県政改革方針は、人件費や社会保障を抑制する一方で「基幹道路８連携軸」など、

従来通りの不要不急の大型公共工事を優先する方針となっている。行革を追随する行

財政運営は中止し、県政運営を抜本的に改め、防災・減災型公共工事への転換と、行

革によって削減された医療費助成制度の復活、社会保障の拡充を行うこと。 

(３)社会保障費については、国が削減した枠組みではなく、県単独の社会保障費を充

実すること。 

 

２４．災害の際、最前線で重要な役割を果たす土木事務所や健康福祉事務所等のマン

パワーの充実を図ること。 

 

２５．災害対策の観点から、公共工事を大型開発・新規事業優先から防災と老朽化対

策へ抜本的に転換すること。 

 

２６．耐震化補助の予算を増額し、民間住宅の耐震診断を無料にし、住宅耐震化を抜
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本的に促進すること。公的施設や社会福祉施設の耐震化を早急に１００％にすること。 

 

２７．想定最大規模降雨(１０００分の1)による「洪水浸水想定区域図」「高潮による

浸水想定区域図」が公表されたが、自助・共助で逃げるという避難対策だけではなく、

全県下の護岸のかさ上げなど抜本的な対策を行うこと。 

 

２８．南海トラフ巨大地震の浸水想定、被害想定について、防潮堤・堤防や埋立地な

どの液状化被害の想定が不十分であることや、原油流出や影響予測などのコンビナー

ト津波火災が想定されていないなどを認識し、さらに検討をすすめ、県防災計画を見

直すとともに、必要な堤防補強工事も行うこと。 

 

２９．コンビナートのタンク（５００kl未満を含め）等については、耐震化、護岸や

地盤の液状化対策など、事業者任せにせず、県の責任で、地盤工学等の専門家の意見

も聞き、地震・津波対策を強化すること。ソフト面での避難対策についても、県とし

てイニシアティブを発揮するなど、県民の命と安全を守る万全の計画にすること。 

 

３０．住民参加で、浸水想定地域や土砂災害警戒区域などにある避難所の見直しをす

すめ、避難誘導を含めたコミュニティ単位での「防災まちづくり計画」の策定や、防

災無線の各戸受信システム等への支援を、市町とともに行うこと。 

 

３１．土砂災害警戒区域の対策を急ぐこと。また、特別警戒区域指定を進めているが、

指定に至る前でも既存住宅の構造強化に対する支援を行うこと。宅地開発を規制・抑

制する開発指導を進めること。 

  

３２.県独自の被災者への公的支援を、恒久制度として創設すること。一部損壊は、損

害割合の１０％要件はやめ、床下も含めすべてを対象とすること。 

 

３３.「被災者生活再建支援法」や「災害救助法」について、適用戸数の柔軟化や一部

損壊も対象にするなど支援金増額も含めた改正を国に求めること。また、被災した店

舗・工場も支援対象にするよう国に求めるとともに、県としても支援制度をつくるこ

と。  

 

３４．消防本部を減らす「消防の広域化」をやめ、消防職員の増員や、防火水槽の老

朽化対策、消防水利施設の整備などを国に求めるとともに、県としても支援すること。 

 

３５．阪神淡路大震災被災者支援について 

ＵＲ借り上げ住宅で、義務教育期間中の子どもがいるなど特別な事情で、継続入居

となった方についてその事由がなくなっても、今後も継続入居の希望の有無を確認し、

最大限配慮すること。県外避難している被災者にたいする親身な相談活動や相談活動
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を継続すること。 

 

 

《 企画部、県民生活部 》 
 

１．国は、２０２４年に健康保険証を廃止しマイナンバーに紐づけすることを強行し

た。さらに、一人につき一口座の預貯金口座の紐付けの義務化、運転免許許可書との

一体化などをすすめている。マイナ保険証で命に係わるトラブルが相次いでいる。ま

た、多くの情報を一元管理するマイナンバー制度による情報流出などが起こっている

ことから、実施の中止を国に求めるとともに県も行わないこと。 

 

２．デジタル関連法制定により、行政のデジタル化が進められている。デジタル化は、

「利便性」の名で、本人同意のないまま企業への個人情報提供などの「利活用」が図

られ、自己情報のコントロール権、自己決定権が侵害される危険性が高い。また、シ

ステムの標準化により、自治体の独自施策が制約を受けることが懸念されている。情

報格差や市民サービス提供に格差を生じさせないこと。 

 

３．水素供給は、現在のところオーストラリアに大量に存在するとされる低品質な石

炭、褐炭を現地でガス化させ水素を含む液化水素にして船で運搬することになってい

る。製造、運輸過程で大量のＣＯ₂を発生させるものである。水素事業のＣＯ₂削減効

果については、水素の製造・運搬過程でのＣＯ₂排出などの算定方法が確立していな

い。エネルギーとしての水素の活用は選択肢の一つであるが、水素製造コスト、運搬、

保管など、運用コストは大変高く商用化の見通しもいまだ不透明である。水素事業の

促進ではなく、多くの識者が指摘する科学的知見にたって、再生可能エネルギー事業

の抜本的な促進を図ること。 

 

４．地方自治をめぐる問題について 

政府が通常国会で強行した地方自治法改定により、政府が「国民の安全に重大な影

響を及ぼす事態」と判断すれば、国に地方自治体への広範な「指示権」を与え、自治

体を国に従属させる仕組みである。国による強制的な関与は基本的に認められないと

されている自治事務にまで国による極めて強い関与の仕組みが設けられている。また、

政府が、存立危機事態を含む「事態対処法」や、安保３文書に基づく「特定利用空港・

港湾」への指示権適用について「除外するものではない」としていることは看過でき

ない。住民の意思を無視して有無を言わさず自治体を国に従わせるものであり、憲法

が保障する地方自治を根底から踏みにじるものであり、国に撤回を求めること。 

 (１)関西広域連合は、国の出先機関を廃止し、丸ごと移管を強く求め、その「受け

皿」となることをすすめているが、憲法で掲げた国民の権利を保障する国の責任を後
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退させ、小規模自治体の防災などにも大きく影響を与える危険がある。関西広域連合

における国の出先機関の原則廃止・「丸ごと移管」に反対すること。 

(２)地方自治を壊す道州制導入に反対し、住民の福祉増進を図る地方自治体の本来の

役割を果たすために、地方財源の保障を国に求めること。 

(３)国家戦略特区は、「世界で一番企業が活躍しやすい国」になるために、「規制緩和」

をおこない、くらしや地域経済を守るルールを破壊することにつながる。県として反

対すること。とりわけ、「関西圏区域会議」において、大企業優遇策、地域独自の法人

税の引き下げ、労働時間の規制緩和などに反対すること。 

(４)政府の規制改革推進会議にならい全国で５番目となる兵庫県規制改革推進会議

が本県に設置されている。県民の暮らしや安全を後退させる規制緩和を認めないこと。 

(５)市町への権限移譲について、県が責任をもつべきものを押し付けることはやめる

こと。 

 

５．大阪・関西万博が今月１３日、１８４日間の会期を終え閉幕した。来場者数は、

想定していた２８２０万人に対し２，５００万人と遠く及ばず、入場券販売も累計約

２，２００万枚と目標の２，３００万枚に届いていない。運営費について２３０億円

から２８０億円の黒字としていますが、約２５５億円の警備費や約２４０億円の途上

国出展支援などが国費負担とされ、この措置がなければ大幅な赤字だった。さらに建

設費未払問題は、１０か国以上の海外館の工事について下請けへの未払い被害額が１

０億円以上と言われている。被害業者は責任の追及とともに建て替えや無利子融資を

訴えていますが、大阪府知事や国・協会は「契約当事者ではないのでお金を出すこと

はない」と拒否する態度です。被害業者からは「協力業者も連鎖倒産の危機」「家族も

含め１，０００人から２，０００人が路頭に迷いかねない」と訴えている。 

メタンガスの問題はその後も爆発濃度が検知される、南海トラフ等の災害時の対応

もずさん、熱中症で倒れる人が続出した、貴重な渡り鳥の住処を破壊して作られた会

場でのユスリカ大量発生、絶滅危惧種の中継地の湿地が損なわれた、花火の破片でケ

ガ、バス事故など、公表されなかった問題がたくさんある。「命輝く未来社会のデザイ

ン」とは真逆の実態について検証し、公表することを国に求めること。 

 

６．万博来場者を誘客しようとしたフィールドパビリオンは成功したとの声は聞かれ

ず、楽市楽座は１日３，０００人～５，０００人の来場を見込みに対し、実際はその

半数程度、1 日平均２，１００人であり、それぞれの事業について効果検証をきちん

とすべきである。今後、「２０２５大阪・関西万博後の継続した誘客促進」の事業実施

にあたってはこれまでの事業検証と課題抽出を十分に行い、目的や理念を明確にして

事業計画を作成すること、観光の魅力を発信し観光需要の喚起を行い地域活性化を進

めるためには、地元中小企業や地域へ直接支援を行うこと。 

 

７．統一協会は霊感商法や多額の献金で多くの人の人生や家庭を壊している反社会的

なカルト集団である。また、政治に深く入り込み、その関係は今も続いている。 
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 県内にも、統一協会の関連団体が多数あることから、県として県と外郭団体なども

含めて統一教会やその関連団体との関係を徹底調査すること。関係があれば、それを

断つこと。被害者救済の立場での相談窓口を開設しているが県民に広く周知すること。 

 

８．消費者行政の強化について  

(１)消費生活相談を生活科学総合センターに集約したが、消費生活相談員の正規雇用

化、ベテランの配置など体制の強化につなげること。人員削減をしないこと。 

(２)特定商取引法にもとづく悪質業者の規制を強化すること。 

 

９．子どもの環境の安全・安心、青少年の健全育成について 

(１)「子どもの権利条約」の普及・啓発に全庁的にとりくむこと。 

(２)携帯・インターネットによる犯罪などにまき込まれないよう、また有害メディア

からこどもを守る、教育・啓発を全児童・生徒を対象にすすめること。 

 

１０．ジェンダー平等・多様性社会づくりについて 

あらゆる施策にジェンダーの視点を貫くこと。 

(１)①県としても、社会全体が性のあり方の多様性を受け入れていくことを目指して、

LGBTQ に関する広く正しい理解の増進や、差別解消法を目的とした環境整備を進める

こと。そのためにジェンダー平等推進課を設置すること。 

②LGBTQ に関する県職員のガイドラインが策定された。県職員の研修体制をさらに強

化すること。また、相談窓口を設置しているが当事者団体・支援団体と連携した LGBTQ

相談ワンストップ窓口の拡充をすること。 

(２) ２１年３月に策定された「ひょうご男女いきいきプラン２０２５」（第４次県男

女共同参画計画）について、男女共同参画社会づくりに向け、男女がともに安心して

子育てしながら働き続けられる条件整備、長時間・過密労働の是正、女性の貧困をな

くすための男女賃金格差是正、ひとり親家庭支援、ＤＶ対策等を強化すること。また、

「第７次男女共同参画兵庫県率先行動計画」（ひょうごアクション８）において、特に

２０２５年度までの本庁課長相当職以上の職に占める女性登用率目標が２０％（現状

到達２２．１％、２０２５年４月 1日時点）で低すぎる。早期に３０％、２０３０年

までに５０％に引き上げること。 

(３)自営業や農業、漁業に携わる女性の自家労賃を認めるよう所得税法５６条の廃

止・見直しで、税金制度や社会保障制度の改善を国に要求すること。県下の実態を調

査し、地位向上のための施策をすすめること。  

(４)「女性の活躍」を名目にした労働規制緩和や配偶者控除の廃止に反対すること。 

(５)男女共同参画センターの充実と専門的知識をもった職員を増員すること。また、

施設の増設を図ること。 

(６)企業に対し、男女の賃金格差やパート労働者への差別的取り扱いの禁止、育児や

介護の休業・休暇の取得の保障、復帰後の不利益扱いを行なわないよう働きかけると

ともに、実効あるものとすること。 
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(７)各県立病院で女性専門外来を設置し、保健所での女性専門相談窓口を開設するこ

と。  

(８)２０１９年５月にハラスメント防止法が成立したが、雇用主への努力義務にとど

まっており禁止規定も罰則規定もない。国連で２０２４年 6月に採択されたハラスメ

ント禁止 ILO条約を早期に批准し、ハラスメント防止法を実効性あるものに改正する

よう国に求めること。 

(９)学校トイレ、公共施設のトイレなどに生理用品を設置すること。 

 

１１．芸術文化振興について 

(１)表現の自由の保障、行政の不介入を原則とする「文化・芸術振興基本条例」を制

定し、自由な文化・芸術の活動を保障し、支援すること。また、優れた芸術文化を享

受できるように，鑑賞活動への支援をおこなうこと。 

(２)芸術団体が専門性を発揮し、持続的に発展していけるよう基盤整備を含めた助成

制度の発展をはかること。幅広い団体が気軽に活用できる助成制度の確立や助成への

応募が年に複数回できるようにするなど制度の改善をはかること。 

(３)現役世代や子どもたちの文化活動、NPO やサークル、鑑賞団体などの活動が発展

するようにホールや展示場所、けいこ場の利用料の低減など条件整備をすすめること。 

(４)学校での「県民芸術劇場」について、コロナ下の対応のように、今後も、公演ご

との補助にするとともに、補助額を引き上げること。 

(５)義務教育の期間だけでなく、就学前の子どもや高校生に対する芸術鑑賞などの支

援を強めること。様々な芸術鑑賞教室を視野に入れた事業の拡充をはかり、学校と芸

術団体の自主的な努力を応援すること。 

(６)障害者の芸術鑑賞・創造・作品発表などの機会を増やし、支援すること。 

(７)県や神戸市等が景観形成重要建造物等に指定している建物を、耐震化などを理由

に取り壊し、建替えが相次いでいる。歴史的にも貴重な建築物であり、街の景観や歴

史・文化のまちづくりのためにも保存が求められる。県下の歴史的・文化的遺産の調

査・保存をすすめること。 

(８)芸術文化センターの施設や附属設備の利用・予約などについては県民が使いやす

いように柔軟性を持つこと。利用料については、県民の文化活動や学校などの活動に

対する利用料割引制度をつくること。  

(９)教育委員会と連携し、青少年の文化活動の推進や鑑賞活動への助成を拡充するこ

と。 

(１０)尼崎青少年創造劇場（ピッコロシアター）の練習場や資源保管庫、演劇関係の

資料館など施設の拡充を図ること。また、劇団員の生活保障、活動運営費の改善・引

き上げをおこなうこと。 

(１１)低廉な県立ギャラリーを各地に新設すること。使用料減額をおこなうこと。  

(１２)宝塚の映画文化の発掘・継承のために、フィルムコミッションや映画ライブラ

リーの設置など県民の活動を支援するとともに、県として積極的にとりくむこと。  

(１３)歴史的・文化的に価値のある古文書､公文書などの保管・研究をすすめる施設
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や体制を県としてつくること。 

(１４)県立芸術文化観光専門職大学は、全国初の演劇を専門に学べる公立の４年制大

学であり、その専門性を生かした芸術文化活動を推進し、支援すること。 

 

１２．県民スポーツの振興のために 

(１)「スポーツは国民の権利」という基本理念を位置付けたスポーツ基本法は、「国」

と「地方公共団体」にその推進の責務を規定している。「兵庫県スポーツ推進計画」の

実施目標を引き上げ、「身近なスポーツ施設の整備計画」と「指導員等の施設への配置

計画」をすすめること。 

(２)公共スポーツ施設の深刻な減少に歯止めをかけ、老朽施設の補修・改築、耐震化

を進めるために、施設整備費を抜本的に増やし、計画的な整備をはかること。 

(３)「誰もが気軽に使えるスポーツ施設」をめざし、利用料金の適正化、指導員やス

タッフの増員と研修によるサービスの向上をはかり、利用者・クラブ・団体に供する

施設機能の充実を進めること。 

(４)地域における自主的スポーツの活動の拠点である学校開放施設の用具・器具の充

実、ロッカー・シャワーの設置、夜間照明の整備、スポーツ指導員の配置などをすす

め、その機能の確立をはかること。自主的なスポーツクラブを支援し、施設の利用団

体の民主的な運営を援助すること。 

(５)障害者が利用できる多機能型スポーツ施設の増設とバリアフリー化、障害に配慮

した設備・用器具の充実、指導者・ガイド・介添え者の配置などを促進すること。 

(６)自然と共生するアウトドアスポーツの発展のために、環境アセスメントを遵守し、

環境破壊や汚染から自然を守ること。無秩序で大規模な風力発電設備やソーラーパネ

ル設置による太陽光発電が山岳自然を破壊することのないよう規制強化をおこなう

こと。 

(７)トライアスロン、スイムマラソン、サーフィン、ヨットなどが行われている海域

や河川の水質汚染を厳しく規制し、愛好者が安心して楽しめる環境の整備をすすめる

こと。海域の水質汚染や地域の大気汚染などで県立海洋体育館をはじめ県内の海洋マ

リンスポーツ施設などへの影響を及ぼす神戸製鋼石炭火力発電所増設は中止するこ

と。 

 

 

《 福祉部・保健医療部 》 
 

１．福祉・医療職員の処遇向上と事業所支援           

(１)福祉（介護・保育）職員の給料は全産業平均を下回っており、退職理由では給

料が安いが上位である。福祉職員の給料改善となるよう直接支援をおこなうこと。 

(２)県、市町、関係団体の連携を強化し、重層的な福祉・医療人材確保策の推進の

ため福祉・医療職のイメージアップを図る広報予算を充実させること。 
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(３)労働環境改善支援事業にあたっては全額補助をすること。 

(４)赤字の福祉（介護・保育・医療）事業所に対して経営支援と財政支援をするこ

と。 

(５)指導監査の精度を高め、計画に基づいて適切回数を実施すること。 

 

２．国民健康保険・後期高齢者医療制度について 

(１)将来的な保険料水準の統一（同一所得、同一保険料）は保険料抑制事業の展開が

できなくなり、地域特性の保険事業が困難になることから、方針を撤回し、保険料水

準の統一予算を無くすこと。 

(２)保険料軽減策は低所得者対策として一般会計から繰り入れを財源とし、国保加入

者の保険料に転嫁しないこと。 

(３)保険税負担後の所得が生活保護基準額以下となる場合は保険料を軽減、減免する

こと。 

(４)窓口負担２割の後期高齢者に対して、県の福祉医療費助成の対象にすること。 

(５)健診費用に対する財政支援を行うこと。健診メニューを国保並みにして、健診受

診率を引き上げること。 

(６)マイナンバーカード取得は任意であり強制せず、強制するようなマイナンバー関

連業務に経費をかけないこと。医療・福祉事業者に対し利用者の代理申請や管理を強

制しないこと。 

(７)自治体独自の医療費助成に対する国庫負担金減額調整措置を未就学児以外も廃

止するよう国に引き続き求めるとともに、県から減額分全額の財政措置を行うこと。 

(８)保険料軽減特例見直しによる元被扶養者などの負担増の軽減をはかること。 

 

３．生活保護について  

(１)生活保護は憲法２５条が明記した国民の生存権を守るセーフティネットであり、

該当要件を満たせれば受給権利があることの啓発のための広報をすること。広報には

通院や就職活動に伴う交通費支給を記載すること。 

(２)扶養照会は原則廃止、照会が必要な場合は要保護世帯の同意を得て、人権を無視

する窓口対応や調査を改め、懇切丁寧な対応が行われるように、市町に通告すること。 

また、ケースワーカーを定数配置して、きめ細やかな生活支援体制を強化すること。 

(３)老齢加算と母子加算を復活するよう国に求めるとともに、エアコン設置・維持に

かかる費用は、住宅維持費・生活扶助費として支給し、夏季加算を復活させ、冬季加

算も拡充すること。 

(４)過少支給には無条件に全額補填支給すること。 

 

４．医療体制の充実 

(１）地域医療構想について 

①地域医療構想による急性期病床を中心とする病床削減をやめること。感染症対応 

の病床を特に公立病院で増やすこと。 
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②三田市民病院と済生会兵庫県病院の統合計画は中止し、各地域の病院を存続させ、

地域医療を確保すること。 

③市立伊丹病院と近畿中央病院の統合・再編については、その跡地に急性期も含めた

入院病床を持つ病院を誘致するなど、地域医療の充実を図ること。 

④民間移譲された六甲病院について、地域医療を守るため、コロナ入院対応など従前

の医療機能を維持するとした、移譲時の約束を県としても履行させること。 

(２)１次･２次医療を一元的に受け入れることのできる小児救急医療体制の整備を急

ぐこと。また､ほとんど常時満床で出生数に照らしても不足しているＮＩＣＵをさら

に増床し、総合周産期母子医療センターを地域バランスも考慮して、さらに整備する

など、周産期医療を拡充すること。但馬、丹波、北播、東播、淡路にも整備し周産期

医療を拡充すること。 

(３)無料低額診療事業を実施する医療機関への財政支援を行い、県立病院でも実施を

めざすこと。また、保険薬局も無料低額診療事業の対象になるよう国に働きかけると

ともに、実現するまでの間、自己負担に対する県独自の助成制度を設けること。 

(４)県の乳幼児・子ども・障害者・ひとり親家庭等医療費助成事業の所得制限を撤廃

し、窓口自己負担は、無料にすること。老人医療費助成制度を復活すること。 

(５)医師数の抜本増を国に求めるとともに、特に県内で不足している産科、小児科、

麻酔科等の医師養成をはかること。正常なお産は、助産師が扱えるよう、院内助産所

のとりくみや助産師の研修、施設設備整備費の補助を強化し、院内助産所・助産師外

来の開設を促進すること。へき地への県養成医師の派遣研修先の決定については、研

修医の同意に基づき派遣先を決定すること。 

(６)看護師不足への対策として看護師養成数を増やし、県立病院への就職に限定しな

い看護師奨学金制度の創設し、看護職員復職支援研修助成事業を拡充すること。護師

等確保対策事業の予算を引き上げて看護師確保対策を行うこと 

(７)救急医療二次輪番病院への補助制度を創設するとともに、県の責任で三次救急の

機能確立を図ること。 

(８)精神障害者保健福祉手帳２級所持者を重度障害者医療費助成事業の対象とする

こと。精神科の入院・通院も精神障害者医療費助成の対象にすること 

(９)内部障害については障害者認定２級がないため、障害者認定３級まで重度障害者

医療費助成事業の対象とすること。  

(１０)福祉医療費助成制度において、院内処方の医療機関にかかる場合と院外処方の

医療機関にかかる場合に、自己負担に差が生じないよう、保険薬局での自己負担はな

いようにすること。 

(１１)腎臓病および糖尿病性腎症の予防対策と、腎不全・透析治療に至らないための

啓発、予防活動をすすめること。また、県立病院での透析治療について、日本透析医

学会の認定医など、専門医を配置し、スタッフの確保をはじめ、体制整備をすること。 

(１２)結核対策を充実させるため、福祉施設等の結核罹患者の報告を徹底させ、利用

者および職員の検診・治療等が迅速かつ適切に行われるよう、体制とシステムを整え

ること。 
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(１３)交通事故後の後遺症で苦しむ患者、外傷による脳脊髄液漏れ患者の実態調査を

実施するとともに、患者に対する相談、援助の体制を拡充すること。  

(１４)診療報酬の引き上げ、OTC類似薬の保険適用外計画の中止を国に求めること 

(１５)保健師、検査技師など職員体制を充実させ保健所の機能強化を行うこと。 

現在 17か所の保健所を 10万人に 1ヶ所、県下 50ヶ所に増やすこと。 

(１６)臨床研修医について 

①国に対して臨床研修医の募集定員上限を増やすことを求めること。特例加算を求め

ること。 

②臨床研修医病院に対して決定した令和８年臨床研修医配置ゼロを撤回すること。 

③兵庫県医療審議会において各病院から意見を聞き、臨床研修医の定員を定めること。

④研修医配置判定における基本方針・検討事項の事前公表をすること。また検討項目

は研修履修環境を評価するものにすること。 

⑤協議会及び地域医療対策部会の日程や議事録を公開すること。 

⑥第三者評価である JCEP 受審を勧め、受審した病院を評価すること。 

 

５．難病対策 

(１)特定医療費の支給にかかる患者・家族の手続きを簡素化し、負担を軽減すること

と、医療費の無料化を行うこと。 

(２)人工呼吸器の使用など、低所得の重症患者の自己負担の無料化を継続するよう国

に求めるとともに、県として軽減すること。 

(３)障害者総合支援法により新たに支援の対象となった難病患者に制度のことにつ

いて、障害者手帳を保持していない難病患者も障害福祉サービスの利用が可能である

ことを周知すること。支援を必要としながら障害者支援にも難病対策にもあてはまら

ない患者の救済をはかること。 

(４)難病相談支援センターの増設や訪問看護の拡充実施等、療養生活環境整備事業を

充実させること。 

(５)「軽症」患者に対しても指定難病医療費助成制度の対象とするよう国に求め、県

としても独自支援制度を創設すること。 

 

６．旧優生保護法による不妊手術を受けた被害者の救済    

(１)旧優生保護法によって多大な苦痛を受けた多数の被害者に謝罪を引き続き行

い、適切な措置を講じること。 

(２)優生思想を無くす再発防止の条例制定に着手すること。 

(３)差別をなくす広報をすること。 

(４)被害者の特定に引き続き努力し、被害の真相究明と検証・総括を行うこと。 

 

７．障害者施策  

(１)兵庫県立障害児者リハビリテーションセンター（あまリハ）は、重度心身障害児

者の療育リハビリが拡充できるよう医師、ＰＴ、ＯＴなど専門職のさらなる確保・養
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成を急ぐこと。電動車イスなどだけではなく、判定できる補装具を増やせるよう支援

すること。 

(２)重度障害者医療費助成事業の対象を精神障害者保健福祉手帳２級まで、身体障害

者３級まで拡大し医療費を無料化すること。 

(３)低所得者に限定された在宅重度心身障害者（児）介護手当の支給対象を拡大する

こと。 

(４)自立支援医療における低所得者の患者負担を障害サービス等と同様に無料とす

ること。 

(５)障害年金の打ち切りと６５才以上の高齢者及び特定疾病者が、画一的に介護保険

利用を強要されることなく障害サービスを必要に応じて利用できているか、県内の実

情を把握し、必要な対策を講じること。 

(６)障害者差別解消条例制定を検討し、県内の行政機関はもとより事業者に対しても

合理的配慮を進め障害者雇用をひろげるために職場での理解を広げる研修を充足さ

せること。合理的配慮アドバイザーは依頼のあるところのみに派遣するのではなく、

積極的に派遣をすること。 

(７)入所施設やグループホームを増設し、整備費補助を引き上げること。 

(８)ジョブコーチ制度や職業訓練や資格取得の支援を拡充し、企業等における雇用率

の引き上げをはかること。障害者手帳を持たない難病患者等の就労を支援すること。

精神障害者や重度障害者の就労促進と就労定着のため、障害者就業・生活支援センタ

ーと職員を増やすこと。 

(９)就労継続支援（Ａ・Ｂ）型事業所への、財政支援を行うこと。 

(１０)法内施設に移行できない小規模作業所への県独自補助をひき続き行うこと。就

労支援施設の運営実態について調査を行い、支援を強化すること。利用料の無料化を

はかること。 

(１１)精神障害者相談員制度を法制化し、家族に対する支援策を講じるよう国に求め

ること。県としても保健師などによる相談体制を強化すること。 

(１２)相談支援事業、障害サービス提供の事業者参入がすすむよう、報酬引き上げを

国に求めるとともに、県の支援を強化すること。 

(１３)地域生活支援事業の市町間でのサービス内容や利用料負担の格差をなくすよ

う指導を強め、兵庫県として財政支援を行うとともに、国予算を増やすよう求めこと。 

(１４)手話を言語として位置付ける「手話言語条例」の制定をすすめ、全病院に手話

通訳士の配置を義務付けること。 

(１５)盲ろう者の社会参加には、通訳・介助員が不可欠である。利用制限は、自立・

社会参加を阻害するものである。通訳・介助員の派遣事業を抜本的に拡充し、必要な

場所、時に派遣できるようにすること。 

(１６)通勤・通学時、入院時、緊急時にもホームヘルパー・ガイドヘルパーが利用で

きるようにすること。 

(１７)ひょうご盲ろう者支援センターの周知のため広報を強化し、盲ろう者の社会参

加を進めること。 
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(１８)聴覚障害者の自立と社会参加をすすめる上で、手話通訳を養成するなど支援体

制を整備すること。手話通訳者の身分保障をすること。 

要約筆記者は要約筆記養成カリキュラムで学び有資格者となっても身分保障がない。 

手話通訳者と要約筆記者の意思疎通支援者派遣単価を統一と同時に単価し引き上げ

を行うこと。 

(１９)聴覚障害者情報支援センターは、手話通訳者の派遣や養成、相談など聴覚障害

者の自立と社会参加を支える重要な役割を担っており、運営費の増額とともに体制強

化をはかること。 

(２０)聴覚・視覚障害者のコミュニケーション補助機器の貸与を行うこと。 

(２１)障害サービスを担う職員の処遇改善のための県の財政支援を行うこと。           

(２２)サービス管理責任者の資格取得に OJT研修２年という要件があり担い手が少

なく事業所の運営に支障が出ている。サービス管理責任者の研修期間の短縮、OJT研

修の期間を短縮することを国に求めるとともに、さらに研修会場を増やし、資格取

得フォローアップを行うこと。 

(２３) 高次脳機能障害の理解促進事業の強化をすること。 

(２４)生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービスは日額払いから時間払いとな

り、各事業所は減収となっている。日額払いへ戻すことを国に求めながら、減収とな

った事業所への財政支援を行うこと。 

 

８．高齢者支援、介護保険 

(１)市町ごとの実態に見合った特別養護老人ホームの新増設を行い、待機者を解消す

ること。そのために整備費補助単価を引き上げること。また、地域のケアの核となる

高齢者の入所・通所・在宅支援の小規模多機能施設を各地域に建設すること。同時に

介護、看護職を増やす取り組みを行うこと。 

(２)低所得者への食費等への補助である補足給付の負担軽減策を講じること。２割負

担、３割負担者に県として利用料減免制度を創設すること。 

(３)介護予防・日常生活支援総合事業について、必要なサービスを受けられるよう、

報酬に対する県の支援を行うこと。事業所の参入状況や、サービスの提供内容に市町

間格差が生じていることから実態調査を行うこと。 

(４)認知症高齢者の行方不明・身元不明の早期発見につながる実効的な「見守り SOS

ネットワーク事業」など、地域の見守りの仕組みを強化支援すること。認知症の早期

発見や認知症になっても地域で安心して暮らせる支援のため MCI を含めた認知症診

断受診促進の広報をすること。認知症推進員を増員すること 

(５)有料老人ホーム等の高齢者施設について、実態把握を行い、指導を強化すること。 

(６)高齢者向けの２４時間ＬＳＡ配置の実施をすすめること。 

(７)ケアマネジャーの更新研修の履修時間と受講料を減らすこと。ケアマネジャー確

保対策に予算を計上すること。 

(８)難聴高齢者の補聴器補助制度創設を国に対して求めるとともに、県で先行的に制

度を創設すること。補助額、対象者を拡充し、難聴の早期発見のため、健康診断に聴
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力検査を追加するようにすること。 

(９)健康診断にフレイルの検査を追加すること。 

(１０)特別障害者手当について広報することと、市町に制度理解を進めること。 

(１１)介護報酬の引き上げを国に求め、倒産が相次いでいる訪問介護事業所の財政 

支援、増所の策を講じること。 

 

９．こども・子育て支援について  

(１)保育現場の恒常的な人員不足、また認可保育園での配置基準が安全な保育のため

には不十分であり、保育士の処遇改善とともに、子ども一人当たりの保育士配置を増

やす配置基準の見直しを国に働きかけ、県独自でも財政支援すること。保育士養成、

研修制度、再就職支援を充実すること。加配等への支援を正規保育士が雇えるだけの

額にすること。 

(２)待機児童の解消は、認可保育所の増設を基本にすること。職員配置基準の改善を

国に働きかけること。また、保育所や認定こども園等の運営費等について、従来の水

準を下回らないように、国に財源確保を求めるとともに、県単独補助を拡充すること。 

(３)公立幼稚園、保育所の統廃合を中止し、現行の保育水準を後退させず安心して子

育てができるよう公的責任を果たすこと 

(４)園庭やホールの確保など保育環境を整えるための財政支援を行うこと。 

(５)こども誰でも通園制度は現場保育士の負担が増える、自己のリスクが高くなる、

経営に支障が出ることが懸念される。制度中止を国に求め、関連予算を計上しないこ

と。 

(６)学童保育については、対象が６年生まで広がり、子ども・子育て支援新制度の実

施により、保育の量や質に格差が生まれないような県の支援が必要である。運営費に

ついて、国に財源増額を求めるとともに、県の補助を拡充すること。定員や職員配置、

開設日数・時間など、運営基準に極端な市町間格差が生まれることのないように市町

を支援すること。 

(７)放課後児童支援員の処遇改善事業が市町で予算化されるよう支援を強めること。 

(８)「幼児教育無償化」の対象となっていない０～２歳児についても国・県の責任で

無償化にすること。また無償化の対象になっている認可外保育所については、保育の

質が確保されるよう当該保育園に促すと共に、行政としても支援を行うこと。副食費

も無償化すること。 

(９)児童施設の全ての送迎バスに安全装置を設置すること。 

(１０)こどもの健やかな育ちを支え、子育て世代応援の重要な柱である。こどもの医

療費を、18歳まで、通院も入院も、所得制限を撤廃して完全無料化すること。 

(１１)妊婦健診は全額公費負担となるよう、県の補助を増やすこと。出産費用を補助

する制度を創設すること。 

(１２)新婚世帯、子育て世代、母子・父子家庭に対する民間住宅家賃補助制度を創設

するとともに、県営住宅の入居優先枠を大幅に増やすこと。 

(１３)「子供の貧困対策推進法」及び「子供の貧困対策に関する大綱」を受けて、母
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子父子家庭への生活支援、学習支援、夕食支援施策の具体化を行うこと。 

(１４)妊婦健診は全額公費負担となるよう、県の補助を増やすこと。出産費用を補助

する制度を創設すること。 

(１５)不妊治療について、2022 年４月から、人工授精等の｢一般不妊治療｣、体外受

精・顕微授精等の｢生殖補助医療｣について、保険適用されることとなったが、保険適

用外となる治療との組み合わせでは全額自己負担になる場合もある。保険適用となる

要件を緩和するなど、不妊治療を望む全ての人への制度とするよう、国に求めるとと

もに、県独自の支援を行うこと。 

(１６)風疹ワクチンを確保すること、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンに対し

ての財政支援強化と、ワクチンのいっそうの安全性の確保、向上、風疹ワクチンの補

助を国に求め、県も補助すること。 

(１７)民間の児童養護施設への支援を強化すること。 

(１８)自立援助ホームは県５か所、神戸市１か所、明石市２か所と少ないため増設す 

ること。 

(１９)児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業の５年間就業を継続するという 

返済要件を撤廃すること。 

(２０)中学校給食を自校方式の完全給食、全員喫食とし、小学校と中学校の給食費を

無料にすること。 

 

１０．児童虐待防止 

(１)こども家庭センターの専門職員の増員や、一時保護所を各センターに設置するな

ど、市町との連携をより強化し、児童虐待を防止する対策をすすめること。一時保護

所についてこどもの居場所にふさわしい設置基準をつくること。 

(２)児童相談所の職員を増員するなど児童相談所機能強化のための支援を行うこと。 

 

１１．生理用品配布拡充 

生理用品購入の経済的負担について、「生理の貧困」問題から、ジェンダー平等の視

点で生理用品の無償化への移行が全世界で大きな課題になっている。公共施設への生

理用品の無料配布を進めること。 

 

１２．ＤＶ対策・性暴力被害対策 

(１)二次被害防止のためにも、「DV は暴力であり、暴力を許さない」という社会的意

識を醸成するために、県職員や関係職員への研修、また、県民への啓発事業をいっそ

う拡充すること。  

(２)女性相談支援センター、一時保護所における待遇改善をはかるとともに、同伴児

童への学習権を保障すること。全ての市町に女性相談支援員を配置するよう、正規雇

用や処遇改善等の支援を行うこと。 
(３)専門職員を増やし、被害者自立のための住宅や仕事確保など支援体制を強化する

こと。また、民間シェルターへの助成を拡充すること。 
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(４)ステップハウスとして県営住宅が提供され歓迎されている需要に応じて戸数を

増やすこと。 

(５)女性家庭センターの機能強化、施設の拡充を行ない、被害者と子どもに対する心

理ケアと自立支援施策を推進すること。 

(６)暴力被害対策の強化のため、「よりそい」の機能、医療連携を強化すること。ワン

ストップセンターである「性暴力被害者支援センター・ひょうご」の運営費補助の増

額など支援を強化すること。配偶者暴力支援センター未設置の市町に設置支援をする

こと。 

(７)被害申告・相談がしやすいようにオンライン面談、メール相談事業に対する補助

金の支給を行うこと。 

(８)地域における性教育、県職員や学校教職員や関係職員への研修、また、県民への

啓発事業をいっそう拡充すること。  

 

１３．アスベスト被害支援 

被災地に居住歴のある方への広報、健康管理手帳制度について周知徹底をおこない、

継続的な健康調査、石綿関連疾患を発症した方の追跡調査などを市町と連携して早期

診断、治療、被害補償につなげること。 

 

１４．喫煙による健康被害の軽減 

受動喫煙防止条例の規制を強化し、マンションなどの共有部分やベランダは、受動

喫煙をなくしていくこと。県民への啓発をすすめながら、タバコ対策を総合的にすす

めること。また、小・中、高校生に対する防煙教育を強化すること。企業検診と連携

し、禁煙勧奨や経済的支援など禁煙支援を行うこと。 

 

１５．年金について 

(１)年金の引き下げをやめ、マクロ経済スライドの廃止を国に求め、低年金･無年金

者をなくすこと。 

(２)年金の受給資格期間が１０年に短縮されたことについて、漏れのないよう県民に

周知徹底すること。 

 

１６．ホームレス支援にについて 

(１)失業などで住居を失った人への総合支援窓口をつくること。 

(２)一時保護施設等の確保・拡充へ支援を行うこと。 

(３)支援団体等を通じて、無料低額診療制度を周知すること。 

(４)宿泊所において、生活保護費をピンハネするなど、悪質な「貧困ビジネス」の実

態を調査し、対策を行うこと。 

 

１７．被爆者対策について  

(１)被爆者への謝罪、国家補償の明記、遺族弔慰金の支給、全被爆者への年金支給、
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被爆者の認定など被爆者援護法の抜本改正を国に求めるとともに、県として支援事業

を実施すること。介護手当が出ることを周知すること。 

(２)県が行う「被爆者健康手帳」申請受付は、認定がスムーズに行えるように、申請

窓口の機能を確保すること。申請受付に関して周知を強化すること。 

(３)長崎県で原子爆弾による放射性物質を含む雨「黒い雨」により被爆された方への

被爆者健康保手帳の交付を行うこと。 

(４)引き続き相談窓口体制強化など相談活動の充実、療養施設の拡充と利用割引制度

の充実をすること。  

(５)被爆者二世健康診断について、健診回数を増やし、健診項目の拡充をすること。 

 

１８．自殺対策 

自殺の要因である健康問題、経済問題の解決に向けて部局横断的に総合的な対策を

講じ、県の相談体制の拡充を図るとともに、患者・家族団体との連携を強め、より有

効な防止策を構築すること。 

 

１９．食品と飲料水の安全性確保と安定供給 

(１)福島原発から海洋放出されているデブリ冷却水は科学的見地が不十分であり、安

全性の根拠が無いため、福島県産海産物の消費を勧めるのではなく放射能汚染に対す

る不安に応えるため検査し、結果を公表し、県民の不安を取り除くこと。 

(２)製造日表示の復活、すべての加工食品の栄養成分・原材料の産地国表示など、食

品衛生法の改正、遺伝子組み換え食品の表示の徹底を国に求めるとともに県としても

対策を講じること。 

(３)食品衛生監視員の専任化と増員をはかり、企業まかせにせず、HACCP に基づく指

導、監視にもあたること。 

(４)水道事業の民営化・広域化を進めず、県の事業として行うこと。 

(５)PFASについて 

①暫定目標値を上回る PFAS が検出された場合、排出源を特定し、排出事業者などに

対し排出の規制を行うこと。 

②PFASが検出されたミネラルウォーターの販売自粛の要請や自主回収を促すこと。 

③PFASが検出された地域の住民には血液検査を行うこと。 

 

２０．新型コロナウイルス感染症対策 

(１)検査、外来診療、治療薬は保険診療とせずに全額公費負担にすること。 

(２)感染後、感染性がなくなって退院してもなお、在宅酸素が必要になる方に対して

は県として在宅酸素の供給または使用料補助を行うこと。 

 

 

《 産業労働部 》 
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１．税関係制度の是正 

消費税減税、インボイス制度の廃止、税理士法の「税理士でない者が税務相談を行

った場合の命令制度」の廃止を国に求めるとともに、軽減制度を設けること。 

 

２．地方創生交付金の使途 

地方創生交付金は結婚や出産、または育児に希望を持つことができる社会環境の整

備や移住及び定住の促進に資する事業、地域社会を担う人材の育成及び確保に資する

事業、観光の振興、農林水産業の振興のために適切に使用すること。 

 

３．商店街や小売店への支援 

(１)地域の高齢者・住民への宅配サービスを漏れなく行う「買い物アシスト事業」へ

の予算を増やすこと、大型店の出店・撤退等による生活環境や地域経済への影響評価

と調整・規制をして商店街の小売店へ財政支援を抜本的に強化すること。 

(２)住宅リフォーム助成制度の確立、商店街振興対策予算を増やすことによって商店

リフォームを助成し地域振興を行うこと。 

(３)「はばたん Pay＋」を継続し、デジタルデバイド対策を行い、利用を希望する全

ての人が利用できるようにすること。 

(４)商店街ファンづくり応援事業や共同施設建設費助成事業の拡充と新たな商店街

支援策を講じること。 

(５)新たな担い手による空き店舗への出店支援予算を増やすこと。 

 

４．地域産業の振興 

(１)地域の雇用や文化の土台を担っている地場産業・伝統産業の振興や広報を一層強

化すること。 

(２)農林水産物を活用し、その生産・加工・販売・流通など各段階で地域に仕事と雇

用を生み出すため「農・商・工」連携のとりくみへの支援を拡充し、地元農水産物の

給食材への活用、地元木材の公共事業などへの活用をすること。消費者と結んだ直売

所・産直センターなどへの支援をすること。 

(３)産業集積を担う町工場の固定費の負担軽減のため、リース料の支払い猶予を広げ

るとともに、機械設備のリース料や借り工場の家賃に対する直接補助を行うこと。 

 

５．生活密着型公共事業への転換 

保育所・特別養護老人ホームの建設、福祉施設の増設により、福祉の向上とともに

中小企業の仕事と雇用の増加につなげること。 

 

６．地球環境改善事業支援 

(１)原発から撤退し、再生可能エネルギーへの転換を飛躍的に促進するため、地産地

消のエネルギー対策を地域住民と地域の中小企業、農林水産業などが連携して地域振
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興策として推進できるよう支援すること。 

(２)温室効果ガス（ＧＨＧ）削減のため事業活動に関係するあらゆる排出を合計した

排出量の把握削減に資するＧＨＧ排出量算定導入を全中小事業者に義務付けて、助成

を行うこと。 

(３)カーボンフットプリントの啓発広報を行うこと。 

(４)地域の特性や資源を活用した地産地消のエネルギー対策を中心とした、持続可能

な新しい地域振興策をすすめること。そのため、中小企業が主体となる再生可能エネ

ルギー発電施設設置への支援策を創設するなど、予算を大幅に増額すること。 

(５)ひょうご産業 SDGｓ認証企業に対しての支援メニューを充実させること。 

 

７．賃金引上げ 

(１)最賃引き上げは、日本経済全体を底上げする経済対策の一環として位置づけ、最

低賃金１５００円をすみやかに実現し、全国一律の制度とするよう国に求めること。

特に中小企業の最賃引き上げのためには、直接支援が必要である。中小企業の社会保

険料の事業主負担分を減免するなど、抜本的な支援策拡充のために、支援予算の増額

を国に求めるとともに独自の支援策を講じること。 

(２)男女の賃金格差は、年収で２４０万円、生涯賃金で１億円にのぼるといわれてい

る。男女賃金格差の公表の徹底とともに、企業に是正の計画指導をし、実態を監督す

るしくみを確立すること。 

 

８．長時間労働の是正 

(１)若者を違法な労働条件で働かせ、使い捨てにする、いわゆる「ブラック企業」・

「ブラックバイト」の根絶に向けて、引き続き労働局と連携し取り組むこと。憲法や

労働法で保障された権利や雇用者の義務を、労働者や学生に知らせる広報、啓発活動

を強化すること。長時間・過密労働、「サービス残業」をなくして雇用をふやすよう、

県下の経済団体、企業に働きかけること。 

(２)過労死防止法にもとづき、啓発や相談体制の整備、民間団体が行う過労死防止に

関する相談活動の支援策を講じること。 

(３)ワーク・ライフ・バランスを推進し長時間労働の是正啓発をすること。 

 

９．ハラスメント根絶 

(１)被害にあった労働者の申し立てを受け迅速に調査・救済する独立した第三者機関

を設置すること。 

(２)企業に対し就業規則にハラスメント禁止事項の記載を勧めること。 

(３)ハラスメントに関わる相談窓口を設置すること。 

(４)県民にハラスメント禁止の姿勢を広報すること。 

 

１０．非正規ワーカーの待遇改善と安心安定労働 

(１)県内の企業に対し労働契約法による無期転換ルールを守る指導を徹底すること。 
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(２)県契約からワーキングプアをなくし、生活できる賃金をはじめ、人間らしく働く

ことのできる労働条件を保障する公契約条例を制定すること。 

(３)フリーランスやギグワーカーに対して企業が労働性を認定し、保険料負担を含め

て労災に責任を持てるよう支援すること。 

(４)企業に対して非正規労働を理由とする賃金労働条件の差別を禁止することを周

知すること。 

(５)医療、保健、福祉、介護、保育、火災、教育、公共交通等に関る公務員は非正規

雇用を増やすのではなく正規雇用を増やすこと。 

(６)会計年度任用職員に対して、本人が希望すれば無期雇用への転換、期末手当分の

月例給与の引き下げを無くし、フルタイムとパートタイムの格差を無くすこと。 

 

１１．雇用対策について 

(１)地元中小企業の人材確保を支援し、若者の安定した雇用を促進するために、地元

中小企業に対し、賃金（初任給）を引き上げる助成制度、新規の正規雇用に対する税

の優遇、福利厚生面での支援策を実施すること。 

(２)必要な雇用開発推進事業予算を引き上げること。離職者などの職業能力開発事業

は、民間教育訓練機関まかせにせず、県が責任をもって行い、正規雇用につながる実

効あるものにすること。 

(３)知的障害者特別委託訓練コースは１つのみである。また訓練校修了者の就業率は

低い状況である。障害者に対する職業訓練機関を増やし、内容を充実させる指導を行

い、雇用促進すること。通所が困難な重度障害者に対する e ラーニングコースを周知

徹底すること。 

(４)技能検定実技試験受験手数料の一部減免の対象年齢が２５歳未満であるが、対象

年齢を引き上げること。 

(５)出産・育児、その他の理由で離職した女性の雇用・就労支援を強化すること。産

休・育休、介護休暇など、求職した労働者が不利益なく復職できるよう企業に働きか

けること。中小企業へは特別の配慮をすること。 

(６)不当解雇などが自由にできないよう、解雇規制法の制定を国に働きかけるととも

に、県においても企業に働きかけること。 

(７)中小企業の正社員化をすすめるキャリアアップ助成金の周知とともに、県独自で

上乗せをし、推進を図ること。正社員転換の県目標を持つこと。 

(８)「若者しごと倶楽部」で、カウンセラーなど相談員が安定して働けるよう体制の

強化を図ること。利用者に対し、憲法で保障された労働者の権利や雇用の義務を知ら

せる広報・啓蒙活動をさらに強化すること。 

(９)過労死防止法にもとづき、啓発や相談体制の整備、民間団体が行う過労死防止に

関する相談活動の支援策を講じること。 

(１０）「離職者生活安定資金融資制度」を、再就職まで返済を据え置くなど、利用し

やすい制度に引き続き改善すること。 

(１１)障害者雇用を促進するため、法定雇用率を守るよう企業に指導すること。未達
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成企業名を公表するとともに、県の障害者雇用率向上の対策を強化すること。 

(１２)女性労働者の社会的進出を支援するため、育児休業制度の取得率向上や、保育

所や学童保育の拡充など、仕事と家庭の両立が可能な環境整備を、他の部局とも連携

し、促進すること。  

 

１２．中小企業への財政支援 

(１)内需・家計に犠牲を負わせながら、もっぱら外需、インバウンドに依存してきた

観光政策や産業から内需・家計を軸にすえた経済政策への転換が必要である。雇用の

約８割を占め、本県経済を支えている中小企業の振興を図るため、中小企業振興条例

にもとづいて、中小企業・小規模事業者への予算を大幅に引き上げ、地場産業や地域

産業の支援を強化すること。 

(２)労働者を雇用すれば赤字でも負担する社会保険料の事業主負担分を、賃上げ実績

に応じて減免する中小企業賃上げ支援制度をつくること。経営困難な事業所の社会保

険料を猶予・軽減する制度をつくること。 

(３)中小企業庁がおこなっている「自治体連携型持続化補助金」を県として制度化し、

中小企業・小規模事業者を支援すること。 

(４)中小企業への融資審査で税金完納要件を廃止するとともに、業種、年齢、性別、

経験年数による差別をやめること。無担保・無保証人制度を拡充すること。 

(５)「兵庫型奨学金返済支援制度」をさらに活用しやすいものにするために、県の負

担金額を増やし、中小企業の負担を軽減すること。補助対象を県外に本社がある企業

に広げ、支援対象の年齢要件を無くすこと。兵庫型奨学金返済支援制度の要件である

SDGｓ宣言企業、ミモザ企業、ワーク・ライフ・バランス宣言企業の認定要件を周知す

ること。 

 

１３．中小企業への経営支援 

(１)中小企業への発注率を高めるために、分離・分割発注をすすめ、小規模工事希望

者登録制度の活用、ランク制の厳格実施などをすすめること。インターネットを利用

して入札価格の競り下げを競い合う「リバースオークション」はせず、果てしないダ

ンピング競争をなくすため、独禁法など現行のルールを厳正に執行するとともに、最

低制限価格制度を導入して適正化をはかること。 

(２)中小企業が行う社会的要請にこたえた再エネの利活用や省エネ、環境や福祉や建

築の製品やサービスを率先して購入し、その評価を広く知らせること。 

(３)基盤技術の担い手である町工場に対して、単価・工賃水準の実態調査を行い、工

場の家賃や機械リースへの支援、雇用維持への支援を強め、廃業の増加に歯止めをか

けること。 

(４)「中小企業振興条例」にもとづく計画策定にあたっては、市町と協力し、中小企

業の悉皆調査を行うこと。また、中小企業者、関係団体が幅広く参画した「振興会議」

を常設すること。 

(５)中小企業・個人事業所に対して、技能向上、技能継承など訓練への支援の拡充、
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試験研究機関なども気軽に活用できるようにし、ものづくり産業の振興を図ること。 

(６)中小企業の研究開発や技術の高度化など、中小企業のものづくり支援機関として

重要な役割を果たしている県立工業技術センターの産業技術職員が減らされている。

中小企業のニーズにこたえ同センターの技術を継承、発展させていくために、必要な

増員を行い、中小企業の技術革新を強化すること。 

(７）「産業立地促進」制度（補助・税軽減）は大企業ではなく、地域経済を支える中

小企業が活用できるよう、投資額や新規雇用人数の要件を下げること。 

(８）中小企業信用補完制度の県信用保証協会への保証料は中小企業にとって重荷に

なっている。保証料を無くすこと。 

(９）中小企業の官公需契約実績目標数を上げること。小規模工事契約登録制度を確

立すること。 

(１０)中小企業信用保険法等改正で、業況が悪化している業種に１００％の保証を行

う制度のセーフティネット保証 5 号にも８０％の部分保証が導入されたことにより、

利用する中小業者に対する貸し渋り、追加融資等が厳しくなるなどの影響が懸念され

る。すべての業種に対応し、１００％保障に戻すこと。 

(１１)町工場に対して単価・工賃水準の実態調査を行い、家賃や機械リース、雇用維

持への支援を強め、廃業の歯止めをかけること。新たな事業展開や新分野進出を支援

すること。温暖化・省エネ対策への支援を行うこと。 

 

１４．観光施策について 

(１)地域の自然と歴史を生かし、伝統・技術が蓄積されている地元産業の振興と結ん

だ観光振興を図ること。また、農林水産業と連携し、地産地消の食物と観光をマッチ

ングした対策をすすめること。 

(２)観光客誘致対策はイベントや一過性のものを中心とするのでなく、世界遺産の姫

路城や山陰ジオパークはじめ地元の持続可能な資源を生かした対策を強化すること。 

(３)インバウンド頼みの観光政策からの転換を行うこと。 

(４)大阪湾ベイエリアの活性化・瀬戸内大交流圏形成、淡路交流の翼港の機能強化は

見直し、恒常的な観光事業のための政策転換をすること。 

(５)大阪・関西万博の来場者を誘致した観光事業の検証を行うこと。 

 

１５．米国関税措置への対応について 

米国関税措置対応パッケージを展開しているが、対応の強化が求められる。ゼロゼ

ロ融資、セーフティネット貸付制度の要件緩和と返済猶予・免除要件を付加するなど、

雇用・経営の維持継続を目的に、地域の実情に応じて応用が利く支援制度と、補助金

交付などの直接支援を国に求めつつ、県も緊急に支援制度を創設すること。 

 

 

《 農林水産部 》 
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１．食料自給率の引き上げについて 

国の食料の自給率は先進諸国最低の 38％である。世界はいま「金さえ出せば食料は

輸入できる」時代ではなくなっている。食料の海外依存の危うさはあきらかである。

一方、国内の農業と農村は崩壊が急速に広がっている。農業の担い手（基幹的農業従

事者）はこの 20年で半減し、70歳以上が 63％に達している。近い将来の農業者の激

減は必至である。このままでは、国内の食料生産も危うくなり、耕作放棄地が広がり、

国土や環境の荒廃が一気に広がりかねない。この事態に歯止めをかけ、農業と農村の

再生、食料自給率の向上に本格的に踏み出すことは、国民の生存、社会の存続にかか

わるまったなしの課題である。 

 農業を基幹産業に位置づけ、食料自給率の向上を柱に据え、農業と農山村の再生の

ために力をつくすべきである。 

（１）食料の外国依存をきっぱり転換し、早期に食料自給率 50％台を回復し、引き続

き 60％台をめざすこと。 

（２）競争力・効率一辺倒ではなく、国土の多面的な利用、環境・生物多様性・食の

安全に配慮する人と環境にやさしい持続可能な農業をめざすこと。 

 

２．農業の発展のために 

農業の発展のためには、小規模農家の従事者、若者らが農業、農村で生活できる環

境整備をおこなうことが必要である。 

(１）農村で生活でき、農業を続けられるように、価格保障や所得補償を抜本的に充実

させることを国に求めること。国が半額に減らした米の直接支払交付金を 10ａ15000

円へと戻すことや、中山間地等直接支払制度の拡充や恒久化などをおこなうこと。 

また、県として交付金上乗せなど米作の経営安定と、消費拡大に取り組むこと。県

として中山間地など条件不利地への支援を充実すること。 

(２)生産調整の廃止、米作りの生産費の４割削減、農地の集約化など、大規模農家に

偏った「農政改革」の中止を国に求めること。 

(３)集落営農や大規模農家に対する施設・機械導入などへの助成・低利融資などの支

援の拡充とともに、家族営農や兼業農家を含む中小零細農家が農業を続けられるよう

抜本的に支援を充実するなど、担い手対策を強化すること。 

また、集落営農を組織する際は、農家の意思を尊重すること。青年就農交付金につ

いて、要件緩和を国に求め活用しやすくすることなど、新規就農者への支援をさらに

充実・強化すること。 

(４)農地中間管理機構について、耕作放棄地の復旧を位置づけること、貸付先は地域

農家を最優先すること、農民代表を機構の役員に選任することなど、制度運用の改善

を国に求めること。  

(５)麦・大豆など主な農産物に価格保障、所得補償を実施し、国産を活用したパンや

加工品の学校給食での普及･拡大などを支援し、国産麦や大豆の需要拡大をはかるよ

う国に求め、県独自でもすすめること。 
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(６)都市近郊の農業と耕作地を守るため、生産緑地の要件の緩和を国に求めるととも

に、特定市以外にも生産緑地制度を導入し、全県的に拡大すること。 

(７)株式会社の農地利用については、利益優先で農業から撤退して、大規模な荒廃・

転用がおこるなどの事態を防ぐため、監督・規制を強めること。 

 

３．肥料・飼料・燃油などの価格高騰対策を緊急に実施すること。 

(１)農家の営農を支えるため、国に肥料価格の高騰分を農家に直接補てんする緊急対

策を実施させるよう要請し、県としても対策を講じること。 

(２)燃油価格の高騰にたいしては、施設園芸生産者への省エネ機器導入支援にとどま

らず、農業生産者に対して直接補てんをおこなうこと。 

(３)軽油引取税の免税措置・農林漁業用輸入Ａ重油にかかる免税措置・農林漁業用国

産Ａ重油にかかる還付措置の恒久化を国に求めること。 

(４)「漁業経営セーフティネット構築事業」における燃油費の補填発動の基準を引き

下げるよう国に求めること。 

(５)配合飼料価格高騰が長期化しており、高騰前の価格を基準に補てんできるよう支

援をおこなうこと。畜産・酪農生産力強化緊急対策事業の継続を国に求め、小規模酪

農家も含め支援すること。円安等による飼料高騰への緊急支援や、自給飼料米生産、

耕畜連携への支援を県として行うこと。 

 

４．異常気象による農林水産業への被害について 

気候変動による異常気象で、集中豪雨など自然災害が多発するもと、農林水産業被

害も毎年のように起きている。 

(１)基盤整備は、老朽化対策や耐震化に重点を置き減災対策をすすめるとともに、国

庫補助の拡充を国に求め、県の補助率も引き上げるなど、農家負担の軽減をはかるこ

と。 

(２)被害がおきた際でも、速やかな復旧ができるよう災害復旧事業の拡充と、農家負

担の軽減を国に求めるとともに、制度の周知徹底を図ること。 

  

５．種子法について 

(１)種子法廃止に伴い、米・麦・大豆の奨励品種の種苗育成を県として管理・育成を

進めるため県条例が制定されたが、今後も農家に対し、安定的に安価な種子を提供し、

開発・生産・普及を行えるよう県が責任をもつこと。 

(２)種子条例を制定する県が年々増えてきていることは、廃止された種子法が日本の

農業にとって必要不可欠であることを裏付けている。国会でも種子法復活の動きもあ

り、県として種子法復活を国に求めること。 

 

６．種苗法の改定について 

国に登録された作物の種や苗を農家が自家増殖する場合、許諾料の支払いを求めて

事実上禁止する種苗法が改定された。 
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 同改定には、育成者権の乱用を防止する規定がなく、同改定によって、育成者権の

みが強化され種苗会社の力が強くなれば、企業による種苗の支配が強まる。自家増殖

の事実上の禁止は、農業者の権利を奪い、種苗の単なる利用者・消費者にするもので、

農業の多様性や生産者の創造性を奪うことになりかねない。また、新たに許諾料の支

払いが求められれば農家の負担が増えるのは明らかです。国連総会が採択した「農民

の権利宣言」は、種子の自家増殖や販売、利用などは農民の権利と明確に定めており、

農民の権利をうばう改定種苗法は廃止することを求めること。 

 

７．畜産業の発展のために  

(１)畜産・酪農生産力強化緊急対策事業の継続を国に求め、小規模酪農家も含め支援

すること。 

(２)円安による飼料高騰への緊急支援や、自給飼料米生産、耕畜連携への支援を県と

して行うこと。 

(３) 豚熱や口蹄疫、鳥インフルエンザなど、家畜の伝染病対策について、防疫・治療

研究体制の抜本的強化が求められる。県内に３カ所ある家畜衛生研究所の獣医師など

専門職の配置増など体制強化するとともに、発生し長期化した場合の対応と費用負担、

保健制度創設を含む営農保障、埋設場所、焼却対策の整備など対策を抜本的に強める

こと。 

(４)ＢＳＥ対策について、輸入制限緩和を行わないよう国に求めるとともに、全頭検

査を復活すること。 

 

８．林業振興のために  

林業はいま、歴代政権の外材依存政策のもとで木材価格の低迷が続き、林業労働者

が減少するなど、危機に瀕している。それに拍車をかけているのが、自公政権による

林業の「成長産業化」路線である。森林の多面的な機能を著しく軽視し、大規模化し

た合板・集成材企業やバイオマス発電企業に安価な木材を大量に供給することを優先

したもので、森林所有者の「成長」ではない。国有林・民有林問わず、植林後約 50年

（標準伐期齢）の森林を大規模に皆伐（一斉伐採）を推進していますが、伐採後の再

造林はすすんでいない。 

(１)再造林可能な山元立木価格の実現で国産材の安定供給を確立するように国に求

める。 

(２)森林生態系や自然環境の保全を最優先する林産物貿易ルール確立を国に働き掛

ける。 

(３)地域の実態に即した産地づくりにとりくむ。 

(４)持続可能な森林づくりにとりくむ自伐型林業を支援する。 

(５)林業就業者の計画的な育成と定着化の促進、就労条件の改善にとりくむ。 

(６)脱炭素と結びついた農業・林業の振興を行うこと 

(７)ＣＯ₂削減、水源涵養、防災対策など、森林のもつ多面的機能を最大限発揮する施

策を実施すること。 
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(８)森林環境譲与税が創設され、森林の間伐等防災対策を市町が担うことになったが、

十分な対策が行えるよう専門的技術など支援を行うこと。 

 

９．水産業振興のために 

(１)漁業法の改正によって、沿岸漁業や漁協に優先的に配分してきた養殖・定置網業

の漁業権等の地元優先の原則などが廃止され、漁業者の不安が募っている。漁業者の

意見を率直に聞き、家族経営と漁業者の共同で成り立っている沿岸漁業、沖合の中小

漁業者が、資源の実態に合った持続可能な漁業が行えるよう漁業法の見直しを国に求

めること。海区漁業調整委員会の委員選出方法を、知事の任命制から公選制に戻すこ

と。 

(２)経費に見合う水産物価格の実現のために、価格保証、所得補償を図るよう国に求

めること。また、共済制度の拡充や水産資源保全のための休漁補償など、漁業経営の

安定対策に県として取り組むこと。 

(３)後継者育成のため、青年漁業者支援制度を創設すること。 

(４)不法外国船の取り締まりを強化するよう国に求めること。  

(５)生態系を崩す外来魚の調査研究をすすめ、対策を強化すること。  

(６)ノリ養殖における乾燥機等の費用や水道料金軽減などの支援をおこなうこと。 

 

１０．豊かな海を取り戻すために  

(１)瀬戸内海再生法に基づき、県として森・川・海の総合的な環境保全対策や藻場、

干潟の再生などに、目標を明確にして、住民参加で取り組むこと。 

(２)「環境の保全と創造に関する条例」の一部改正により、瀬戸内海の水質目標の下

限値が緩和されたが、工場等の排水について有害物質排出の規制緩和とならないよう

監視を行うこと。 

(３)瀬戸内におけるイカナゴやノリの色落ち対策のため、ため池や加古川大堰の冬季

一時放流など具体的な研究を進め、環境保全と両立させながら栄養塩供給をはかるこ

と。   

(４)これ以上の埋め立てなどの開発や海砂利採取を禁止するなど、関係府県と連携し

て、漁場の保全を図ること。  

 

１１．「県行革」により農業改良普及センターや農林水産技術センターなど試験研究

機関の統廃合・人員削減が行われてきたが、きめ細かな営農指導や基礎的な試験研究、

新技術の開発などが十分行えるよう、人員配置や施設整備の充実を図ること。 

 

１２．食の安全のために 

(１)TPP 傘下による非関税障壁撤廃が求められても、食の安全を守る立場から産地表

示、遺伝子組み換え表示、農薬回数等の表示、トレーサビリテイなどが継続されるよ

う国に求めるとともに、「ひょうご安心ブランド」など独自の認証制度も継続するこ

と。 
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(２)食品の産地偽装や賞味期限の改ざんなどを防ぐため、健康福祉事務所などとも連

携し検査体制の強化を図ること。 

(３)兵庫県認証食品は、GMPに準ずる安全基準をもとに認定すること。 

 

１３．地産地消の促進について 

(１)県内食料自給率の向上に向けて、農畜水産物の販路拡大や流通に県が責任を持ち、

地産地消で安全な食料提供を抜本的に推進すること。地域での自主的な取り組みを支

援すること。  

(２)学校給食に地元産の野菜や魚介類、畜産物などの活用を、教育委員会と連携して

進めること。米飯給食への補助を復活すること。 

 

 

《 環境部 》 
 

Ⅰ．温暖化防止対策について  

気象庁によると、２０２５年は、「北・東・西日本でかなり高く、1946 年の統計開

始以降、それぞれ夏として 1 位の高温となった」「全国 153 の気象台等のうち 132 地

点で、夏の平均気温が歴代 1 位の高温」「日本の夏の平均気温の基準値からの偏差は

+2.36℃となり、統計を開始した 1898 年以降の夏として 1 位」と公表された。「地球

沸騰化」ともいわれる地球温暖化による気候危機は、すでに世界各地で熱波、豪雨、

巨大台風、干ばつ、山火事などの自然災害を引き起こしている。日本でも、２０２５

年は、山火事が発生し、伊豆諸島では大型台風、線状降水帯による豪雨被害、猛暑に

よる熱中症の増加など国民の命が脅かされ、農業や水産業にも大きな被害を与えてい

る。 

ＣＯＰ２９（２０２４年１１月・アゼルバイジャン・バクー）では、温室効果ガス

を１９年比で３０年に４３％減、３５年に６０％減らすというＣＯＰ２８の合意が確

認された。こうした状況をふまえ、兵庫県が待ったなしの温暖化防止対策の抜本的強

化をすすめるために以下のことを求める。 

 

１．兵庫県地球温暖化対策推進計画において、温室効果ガス削減目標を２０３５年に

は、2019年比６０％削減を目標にし、そのための具体的なロードマップを作成し、た

だちに実行に移すこと。 

 

２．県内にある石炭火力発電所については、アンモニアや水素混焼などで延命をはか

るのではなく、2030年には、全廃するように、事業者に要請すること。そのたまの県

独自の条例を策定すること。 

 

３．兵庫県地球温暖化対策推進計画では、2030年の電力に占める再生可能エネルギー



33 

 

導入目標を５０％に引き上げ、2040年には、100％再生可能エネルギーとすること。 

 

４．温室効果ガス排出量の半分を占めている、条例対象事業所をはじめ大規模事業所

に温室効果ガスの排出総量削減を義務付ける制度を導入すること。また、特定物質排

出状況と削減計画の公表が事業所ごとになった。ＣＯ₂削減目標を業界・企業の「自主

目標」まかせでなく、県との「協定」にして県民への公約にすること。 

 

５．エネルギーの安定供給や気候危機対策を口実に、60年を超える老朽原発の稼働や

次世代型原発の開発・建設などを行うグリーントランスフォーメーション（ＧＸ）は、

撤回することを国に求めること。 

 

６．再エネ導入の最大の障害となっている、乱開発をなくすための規制を行うこと。

広大な森林伐採を伴う環境に大きな懸念を及ぼすメガソーラーや大型風力発電計画

が頻発するなか、国は、概ね100ヘクタール以上の大型メガソーラーについては環境

アセスの対象に加え、県も事業区域面積5ヘクタール以上を環境影響評価条例の対象

に加えるとした。また森林伐採を伴う概ね0.5ヘクタール以上の事業を対象に、工事

着手前の自然環境調査、報告を求める指針を策定している。これら条例、指針などを

厳格に適用するとともに、対象のさらなる拡充と、環境に問題があると判断される場

合には、事業の中止を求められるよう条例整備をおこなうこと。 

 

７．合同会社NEW-09インベストメントが新温泉町に計画している風力発電事業は、高

さ150メートル・出力4500KWの巨大風車を21基も設置し、総出力92,000KW、事業の想定

区域も2800㏊と国内最大級の風力発電計画である。県は、環境影響評価の手続きによ

る厳しい知事意見も出してはいるが、イヌワシやツキノワグマなど希少種が生息する

生態系を破壊するばかりでなく、騒音や景観、自然林の中に巨大な構造物ができるこ

とによる景観への影響や騒音被害、災害の危険性も大きく、中止を強く求めること。 

 

８．再生可能エネルギーの普及にあたっては、大企業主体の大規模発電施設中心でな

く、地域の資源を生かした住民や市町主体の取り組みを支援すること。 

 

９．住宅用太陽光発電の県独自の設置補助金を復活し、さらに充実をめざすこと。 

 

１０．農地を活用したソーラーシェアリングや農業用水路などを利用した小水力発電

の普及のために、発電を行う農業団体などへの導入費用補助制度や、農地転用や水利

権等手続きについての相談窓口を設置すること。 

 

１１．ゴミの焼却熱、事業所のボイラー熱、バイオマス発電の排熱をはじめ、未利用

熱・地中熱等を病院、オフィス、住宅などの熱エネルギー源として利用をはかること。 
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１２．気候危機、温暖化対策は待ったなしの喫緊の課題である。知事を先頭にしたゼ

ロカーボン対策推進本部（仮称）などを立ち上げ、部局横断的な施策を講じ、対策を

すすめること。 

 

Ⅱ．環境対策について 

１．県は、2024年度からPFAS調査の箇所数を増やし調査をしているが、2024年度の

調査では、公共用水域では明石川上流の2地点、地下水では伊丹市、神戸市東灘

区、灘区、垂水区、長田区、尼崎市、西宮市の計17地点で国の暫定指針値（PFOSと

PFOAの合計で50ng/L）を超過している。調査個所数をさらに増やすとともに、暫定

指針値を超える地点については、発生源の特定をおこない、発生源に対し低減対策

を行うこと。 

国に、規制値としての基準値を定め、規制のための法制度の策定を求めること。 

 

２．プラスチックゴミの海洋汚染が世界的に深刻な事態になっている中、国際社会は、

使い捨てのプラスチック製品の製造・販売・流通を禁止する流れが強まっている。国

の責任で生産の段階から減量対策に取り組むなど、製造・販売・流通の規制強化する

よう国に求めること。県としても、県内企業に対し、規制を行うこと。特に海洋プラ

スチック汚染では、人工芝の割合が高い。公的施設では人工芝を使用しないこと（ゴ

ルフ場、公園など）など、規制すること。 

 

３．輸出に頼ってきた廃プラスチック処理は、自治体・住民に押し付けるのではなく、

OECDも警告しているように、「拡大生産者責任」の立場で、抜本的に見直すよう国にも

とめること。 

 

４．レジ袋について、県は、「レジ袋削減推進に係るひょうご活動指針」を示し「マイ

バック持参運動」などをすすめているが、削減目標を引き上げ、県民への啓発活動だ

けでなく、生産も含めた減量対策にとりくむこと。 

 

５．大気汚染対策について  

(１)改正大気汚染防止法に基づき、大気汚染物質の実効ある排出規制のために、企業

等への立ち入り検査等を厳正に行えるよう、体制を充実すること。  

(２)(株)神戸製鋼所加古川製鉄所や、日本製鉄（株）瀬戸内製鉄所広畑地区などで、

降下煤塵の発生が自主管理目標値を上回るなど、飛散が続き、住民生活に影響を及ぼ

していることから、改善の指導を強化すること。 

 

６．自動車排ガス対策について 

(１)尼崎公害訴訟原告団の解散後も、引き続き原告と国との合意文書に基づき、環境

ロードプライシング・国道４３号での通行ルールの定着などの継続をはじめとする環

境対策、警察と連携した指導・取り締まりに取り組むこと。 
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(２)環境省調査（そらプロジェクト）で、４３号線周辺で子どものぜんそく発症率が

高いことが明らかになっていることから、調査結果を活かした排ガス対策を検討する

こと。また、継続した調査を行うよう国に求めること。 

(３)ディーゼル車運行の独自規制は廃止せず継続し、対象地域への排出不適合車の規

制をさらに徹底すること。 

 

７．アスベスト対策について 

(１)数年で、石綿を使った建物の解体がピークを迎えると見込まれ、被害拡大を抑止

するための規制強化として２０２０年６月に改定大気汚染防止法が成立したが不十

分である。解体・改修工事で石綿を含む建材を除去する際の、第三者による大気濃度

測定や完了検査の義務付け、除去業者のライセンス制の導入、作業実施届の提出、隔

離養生、集じん・排気装置の設置などの義務付けなど欧米並みの規制基準を盛り込む

ことを国に強くもとめること。 

(２)解体現場、搬送、最終処分場における埋め立てにおいて、違法行為が後をたたな

いことから、監視・立ち入り検査を強化すること。 

(３)阪神淡路大震災では、建物の倒壊やずさんな解体で大量の石綿が飛び散っている。

現存の建築物にも石綿が含まれているものが残されている。これらをふまえ、兵庫県

地域防災計画にアスベスト対策を明記すること。民間建築物にかかるアスベスト除去

費用に対する補助制度を県としてつくること。  

 

８．一般廃棄物処理について 

ごみを原料とするバイオマス発電等の設置は、県内でも事故が発生するなど安全性

が未確立であること、ごみの減量という廃棄物処理の基本が後景に追いやられる可能

性があることから、慎重を期すこと。 

 

９．産業廃棄物処理について 

(１)赤穂市、上郡町など県内各地で産廃最終処分場設置計画が進められているが、い

ずれも水源地、農地、漁場周辺などで計画されており、専門家から「最終処分場計画

地として不適格であることは明確」と指摘されている。また、多くの建設反対の署名

も提出されており、不適格な計画地での産廃最終処分場建設を認めないこと。 

(２)産業廃棄物の不適正処理については、国の「行政処分指針」を基本に、行政処分・

刑事告発を厳然と行い、悪質な事業者を排除し不法投棄の未然防止に努める産廃行政

に転換すること。 

(３)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（PCB特措法）

により、オフィス・工場などの古い照明（蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯など）器具

などに使われている PCB 使用安定器は、2021 年 3月 31 日までに、保管事業者の責任

において処分をしなければならないとされている。しかし、中小企業では処理費用が

大きな負担となっていることから、中小企業へ費用助成をするなど安全な処理を行う

対策をとること。保管状況の監視・指導を強化すること。 
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(４)土壌汚染対策について、操業中の工場敷地や、工場敷地を別の工場に売却した場

合など、土壌汚染防止法の対象外の工場についても、県として法と同趣旨の調査と報

告を求めること。 

 

１０．野生動物被害対策について  

(１)シカ、イノシシ、サル、クマに加え、ヌートリア、アライグマなどによる鳥獣被

害が後を絶たない。「鳥獣被害防止総合交付金」の拡充など国に求めるとともに、県と

しても防護柵などの設置・更新への県補助を増額するなど鳥獣被害対策の強化を行う

こと。 

(２)ツキノワグマ出没の実態を踏まえ、地元の方の声や要望を聞きながら、対策を強

める。 

(３)駆除に参加する猟友会員への支援をさらに強めるとともに、シカなどの処理施設

を県として整備すること。また、狩猟免許取得者の増員をはかること。若手の狩猟免

許者の育成に取り組むとともに、技術の継承・安全対策が行えるよう支援を強化する

こと。 

 

１１．自然環境保護管理、生物多様性の保全のために  

(１)イヌワシ・クマタカをはじめとする希少な動植物の保護・保全の施策を進めるこ

と。  

(２)河川や湖沼、ため池などの水質改善の積極的な取り組みをすすめること。  

(３)武庫川をはじめ、天然アユの遡上できる河川の自然再生に取り組むこと。 

(４)効果的な駆除・防除の対策とともに、生態系を取り戻す抜本的な研究・対策を講

じること。  

(５)アライグマやヌートリア、ブラックバス、オオキンケイギクなどの外来種の駆除、

防止対策をさらに強化すること。  

(６)六甲山や長尾山山系の住宅地でのイノシシの生態や頭数の把握と対策強化をし、

「鳥獣被害防止総合対策交付金」を市街地での鳥獣被害にも使えるよう国に求めるな

ど、市街地での野生鳥獣被害対策をすすめること。 

 

 

《 土木部・まちづくり部 》 
 

高度経済成長期に建設された多くのインフラが、寿命を迎えつつある状況のもと、

開発型の大型公共工事ではなく新規建設を抑制し、維持・更新事業へ公共事業政策の

転換が求められている。また、予想される南海トラフ地震、気候変動による地球温暖

化を背景にどこでも起こりうる災害に備えた防災対策・まちづくりを最優先にした予

算編成が求められる。 

地球規模での気候危機により猛暑が続くとともに豪雨や大型台風などによる災害、
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予想される南海トラフによる大災害に備える沿岸、河川、土砂災害対策が急がれる。

不要・不急の新規大型開発事業を中止・抑制し、防災・生活密着型事業、公共施設の

老朽化による維持管理・更新などへ予算の使い道を切り替えていくことが必要である。 

 

１．県行革により、県内の土木事務所が２２か所から１３か所に減らされている。昨今

の異常気象による災害などに対応するためにも、土木事務所機能と職員の役割は大き

い。少なくとも行革で減らした土木事務所と職員を復活させ、さらに必要な体制の充実

を行うこと。 

 

２．河川整備・治水対策について 

全国各地で線状降雨帯が発生し、河川氾濫、土砂災害など、各地で甚大な被害をも

たらしている。地球温暖化による気候危機が災害頻度や規模をより深刻なものにして

いる。県民の命と安全を守るための河川整備などの総合的な治水整備事業が急がれる。 

(１）県下すべての水系における河川整備基本方針・河川整備計画を策定し、河川整備

を速やかに行うこと。 

(２）現在の河川整備基本方針や河川整備計画を、大型化した台風や豪雨などをふま

えた必要な見直しをおこない対策を強化すること。 

(３）毎年被害が増加している記録的豪雨対策について、調査・研究を進め、調整池や

下水対策など予算を大幅に増やすこと。各戸雨水貯留施設設置を進めること。 

(４)各河川の流域ごとの河川整備基本方針・河川整備計画に基づき、河川改修と共に

校庭、公園、ため池、田畑、森林などを活用した流域対策を実施すること。 

(５)都賀川など都市河川については、なお急激な増水の危険性があることから、親水

河川として危険性の周知の徹底も含めた事故防止の対策を引き続き怠らないこと。 

(６)三原川水系は、水害が繰り返されており、治水・河川整備について、低地対策協

議会などの住民の意見を聞いて、早急にすすめること。 

(７）西日本豪雨災害を受け、県はダムの事前放流を計画的に行うこととした。ダムの

事前放流、緊急放流については、専門的技術力が必要であり、県としての技術力と職

員の確保・育成をすること。 

(８）河川整備については、下流からの改修だけにこだわらず、「アーマー・レビー工

法」などによる堤防の補強や危険箇所の改修を優先して安全を守ること。また、生態

系の保全など、環境を守る事業も重視すること。 

(９)防災・減災・国土強靭化緊急対策事業等のための予算の確保とともに、県「行革」

で削られていた河川維持管理費を増額し、防災・減災対策を強化すること。 

(１０)河川管理及び水利権許可業務にあたっては、超過取水、無許可取水、目的外使

用、余剰水調査などを行い。河川水が有効に使用されるよう河川管理を行うこと。 

(１１) ２０２３年の天神川で起こった破堤事故を繰り返さないために、県などが行

っている河川改修などの工事現場の安全性や工法の確認など、総点検をおこなうこと。 

(１２) 厚生労働省の調査で、兵庫県内の災害拠点病院の 18 施設中 7 施設(39％)が、

災害拠点病院以外の病院では、329 施設中 82 施設が洪水浸水想定区域に立地してい
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る。周辺河川に対するハード対策を行えるよう早急に調査し対策を講じること。 

 

３．武庫川水系河川整備計画とダムについて 

(１)計画策定から 20 年間はダムに頼らない総合的な治水計画がつくられたが、今後

も総合的な治水対策を徹底して実施し、将来にわたって武庫川流域の新規ダム建設の

検討は中止すること。 

(２)総合治水対策の中で、将来の分担流量目標が極端に低く設定されている。千苅ダ

ムの治水活用への取り組みが始まったことは大きな前進であるが、流域対策の目標流

量を引き上げ、抜本的に強化すること。 

(３)総合的な治水対策における河川対策の内、河床掘削や堤防強化など武庫川の安全

対策を十分に進めること。その際、利用者や地域住民の意見を十分に聞き、合意を得

ること。 

(４)武庫川渓谷には、レッドデータブックによる希少種が生息しており、豊かな生態

系を保全すること。天然アユの遡上できる川に再生するための対策をすすめること。 

 

４．土砂災害防止対策の強化について 

(１) 砂防関係施設の整備状況は、土石流対策は４１．７％、地すべり対策は５１７％、

がけ崩れ対策は、２７．９％と遅れている(全体で３４７７カ所／９８８０カ所、３

５．２％)。予算枠を抜本的に増やし、早急に対策を講じること。さらに必要な整備を

行うこと。 

(２）市町と協力して、危険箇所の総点検を急ぎ、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警

戒区域の見直しを早急に行うこと。レッドゾーンに指定した区域について、整備・移

転費用など県の独自支援を行うなど速やかに対策を講じること。 

(３)国は、２０２０年度、緊急浚渫事業を創設し、兵庫県も計画的に砂防ダムなどの

堆積土砂撤去作業をすすめているが、住民の要望も強いことから、さらなる前倒し実

施をおこなうこと。 

(４)土砂災害によって、居住困難となり、移転を希望する被災者については、移転費用

についても県独自の支援の対象とすること。 

(５)生活に支障をきたす民地の土砂撤去は公費で行うこと。 

(６)気候変動の影響で集中豪雨が多発し、大規模な土砂災害が多発している。災害の

未然防止のため、第４次「山地防災・土砂災害緊急５箇年計画」の対策箇所や予算を

増やし、土石流危険箇所や地滑り危険箇所などの土砂災害防止対策と整備を急ぐこと。 

(７)土砂災害 特別警戒区域指定を急ぐとともに、指定に至る前でも既存住宅の構造

強化に対する支援を行うこと。宅地開発を規制・抑制する開発指導をすすめること。 

(８)急傾斜地崩壊対策事業を急ぐとともに、地元受益者負担について、市町や住民の

負担率を軽減すること。 

 

５．港湾･海岸について 

(１)県下全ての堤防高を定期的に計測し、施設基準を下回っている堤防については堤
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防の嵩上げ、防潮堤の整備等必要な対策を早急に講じること。 

(２)南海トラフ巨大地震に備える「津波防災インフラ整備計画」に基づく事業の実施

に当たっては、住民への説明を丁寧に行い、県民の意見を広く反映したものとするこ

と。その際、計画に伴う資料及び予算規模等を含めて公開すること。ひきつづき防潮

門扉等の電動化、遠隔操作化、垂直避難のために民間マンションとの協議などをすす

めること。 

(３)津波の被害が懸念される阪神南広域防災拠点など、必要な防災施設の整備と安全

点検を行う等、防災対策をすすめること。 

(４)姫路港広畑港区での過大な需要見込みによる大水深岸壁整備はやめること。悪

臭・粉塵が舞い散るバラ貨物の拠点化を行わないこと。 

(５)県内すべての重要港湾に非核「神戸方式」を採用し、核艦船の入港を拒否するこ

と。 

(６)高砂西港の北側に堆積している PCＢ汚染土は、当面安全性の徹底を図り、恒久的

には発生者の企業責任を明確にして、最終的な処分を追求すること。 

(７)船舶・鉄道による輸送は自動車輸送より CO₂排出量が大幅に少ないことが注目さ

れている。環境対策をすすめるうえでも、港湾の有効活用と船舶輸送政策へのモーダ

ルシフトを進めること。 

 

６．公共事業を抜本的に見直すこと 

(１)莫大な費用を伴う高規格道路などの新規建設を抑制し、防災・減災対策を強化し、

維持管理・老朽化対策にシフトし、住民生活密着型の公共事業に転換すること。その

際、中小企業への発注を増やすこと。 

(２)「ひょうごインフラ・メンテナンス１０箇年計画」は、２０２８年度までの計画

が示されたが不十分である。 

①計画では、「舗装」「防潮堤」「岸壁等係留施設」「防潮堤等外郭施設」などで、「要対

策」に対する「計画カ所数」が著しく低い。生活や防災に関わる部分でもあり、実施

計画カ所数をふやし、必要なインフラ・メンテナンスの促進をはかること。 

②老朽化対策にあたっては、橋梁など点検の際の専門家不足や、新規建設と同じ基準

単価では、採算がとれないため事業所が補修工事に参入できない等の問題点も指摘さ

れている。専門家の育成などで体制を確保し、補修単価の引き上げ等を行うこと。特

に点検、調査、事業化にあたっては、民間依存を改め職員を増やし、総合土木職、建

築職など技術職、専門知識をもった県技術職員の養成を行い、十分な人的体制を確保

すること。  

(３)公契約条例を制定し、県発注工事については、県内建設業者への発注をさらに増

やし、適正価格により、末端の下請け業者、建設労働者に至るまで営業と生活が保障

される内容に改革すること。 

(４)「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律」に基づき、県でも

計画の策定を行うとともに、計画策定にあたっては地域の建設業界が将来にわたり健

全に発展できるよう、発注工期・労働条件を適正化すること。 
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(５)県の公共事業において、専門的な土木技術を持った作業員の確保など、建設工事

の安全対策に万全を期すこと。 

 

７．道路政策について 

(１) 2050年にむけ、「基幹道路八連携軸」として高速道路整備が進められている。人

口減少、自動車保有台数減少、CO２削減、テレワークの推進や分散通勤など、時代の

変化に合わせて高速道路の在り方も見直す必要がある。これまでの道路政策を転換し、

名神湾岸連絡線、大阪湾岸線西伸部やなど不要不急の高速道路事業を中止すること。

生活道路の改修など住民生活に身近な道路政策に改めること。 

(２)播磨臨海地域道路計画について。 

当局は、本道路建設の必要性について、国道２号バイパス等主要幹線道路の慢性的

な渋滞を緩和し、物流の効率化を図るとしている。しかし、渋滞しているとされてい

る姫路・加古川バイパスの交通量は 2005年をピークに減少している。 

また道路の交通容量に対する交通量の比という混雑度についても高砂北ランプ辺り

では、２００５年が１．５９だったものが２０２１年には混雑率が 1.0を割っている。

さらに観光周遊の促進ともいうが、観光客の神戸から姫路までの移動手段は、鉄軌道

が６割を占めている。本道路設置の必要性の根拠はことごとく破綻している。 

 地元では都市計画案に基づき公聴会が行われたが、住民の方からは、公聴会の開催

そのものを知らなかったとの声もある。計画を知った地域住民からは、民地の真上、

あるいは小中学校や高校の上や近隣を通るようなルートは納得できない。立ち退き、

自然破壊など、不安の声が多数である。学校、住宅、墓地、緑地をつぶしてまで建設

する必要は全くない。本計画を中止すること。 

(３)莫大な投資規模となる紀淡海峡連絡道路構想、神戸空港・関西国際空港連絡道路

構想は中止すること。 

(４)三菱電機への過大な移転補償等が問題の園田西武庫線藻川工区については、地域

住民の意見を聞き、事業を見直すこと。 

 

８．生活道路等の整備について 

(１)地域住民に密着した生活道路や通学路の緊急合同点検の結果をふまえ、さらに整

備の予算を大幅に増額し、安全な歩道、自転車道整備やバリアフリー対策をさらに推

進すること。 

(２)県道の「照明・街灯・防犯灯」設置は県の責任で行い、設置計画を策定して急ぐ

こと。 

(３)国道 176号線の整備について、名塩工区が供用開始されたが、全線の開通を早期

完了すること。 

(４)索道事業者が使うゲレンデ整備車や降雪機等に使う軽油の免税制度を継続する

よう国に働きかけること。 

 

９．県の行う事業のうち、道路・街路・河川・港湾等、広く県民が利用する事業につ
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いては、県が責任を負うべきであり、市町に負担を求めないこと。 

 

１０．「公共事業等審査会」は、公募委員の参加や住民からの対案提出の機会の保障と

検討の義務付けを行うなど、県民参加で公共事業を評価、見直しできるように、抜本

的に改善すること。 

 

１１．「塩漬け土地」など先行取得用地、県がかかわる用地は全て、取得経過や時価な

どを県民に明らかにし、責任を明確にするとともに、今後の土地利用計画については

県民参加のもとで見直すこと。   

 

１２．脱炭素、バリアフリー等を重視した公共交通の推進について 

(１)脱炭素社会へ、鉄道や路線バスなどが公共性を生かし、役割を発揮できる交通政

策を県として検討・策定すること。市町と共にパーク・アンド・ライドの促進と交通

網の整備を抜本的に推進すること。 

(２)現在、鉄道駅エレベーター設置については利用客３０００人以上駅から国 1/3、

県 1/6、市町 1/6、事業者 1/3 負担で進められている。しかし、３０００人以上駅と

いう設置条件は障害者や高齢者の移動手段と社会参画を閉ざすことになる。 

都市部路線では事業者が鉄道運賃に上乗せし、これまでの国、県、市町負担なく、事

業者負担・事業者計画によって駅にエレベーター・ホーム柵等を設置するための新料

金としたが、対応が遅れている駅舎がいまだに残されている。 

県は、全ての鉄道駅にエレベーター、ホーム柵等を設置する大方針を掲げ、国・事業

者・県市町がそれぞれの役割を果たしバリアフリー化をすすめ障害者、高齢者の移動

手段を確保するよう積極的役割を果たすこと。 

(３)全ての駅・ホーム、踏切等の安全点検と障害者など「交通弱者」の声を反映した

安全柵・ホームドア・点字ブロック対策等の安全対策を強化すること。 

(４)遮断機も警報器もない「第 4種踏切道」の安全対策を急ぐこと。 

(５)高齢者の免許返納が進められる中、公共交通機関の役割はますます高まっている。

路線バスやコミュニテイーバスへの県単独補助を拡充し、県民の生活権を守ること。 

(６)JR西日本が赤字ローカル線を発表した。国鉄改革時の経緯を踏まえ、自治体任せ

ではなく国と事業者の責任において赤字路線の維持・活性化を行うこと。 

(７)神鉄粟生線は通勤・通学に欠かせないものであり、住民の足・公共交通を守るた

め、県としても路線存続のための支援を継続し、運転本数など利用者のサービス向上

になるよう働きかけること。 

(８)事実上中止となっている阪急甲陽線の地下化は、町並みの景観・環境を破壊する

ものであり、事業を止めること。「踏切と連動した信号機の設置」踏切南側の交差点は

右折禁止とするなど、安全対策に直ちに取り組むこと。 

 

１３．下水道整備について 

(１)生活排水対策については、淡路などの市町と住民の負担を軽減するため、支援策
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を強化すること。 

(２)生活排水関連整備事業については、合併浄化槽や集落排水など地域の実情に応じ

た手法を検討し、下水道困難地域の解消に努めること。また、地元市町や利用者の負

担軽減をはかることを中心にすすめること。 

(３)流域下水道および流域下水汚泥処理の運転管理業務について、県まちづくり技術

センターの「包括的民間委託」を中止し、見直しを求めること。 

 

１４．空港事業について 

(１) 関西万博との関連で、神戸空港の国際化、伊丹空港、神戸空港、関西空港の運用

制限と発着枠を増便などが検討されている。過大な需要に基づき、淡路島での騒音な

ど住環境をも脅かす「規制緩和」は行わないこと。 

騒音被害防止のために、淡路島上空を８０００フィート以上で飛行すること、神戸

空港発の淡路島上空での制限高度を３０００フィートという低高度飛行は認めない

こと、６６デシベル以下で飛行することを国が指示するよう求めること。 

(２）飛行経路案に係る環境検証委員会は公開で開催し、地元住民の意見が反映され

る形で行うこと。 

(３)神戸空港への補助金、関西国際空港含む関西３空港への利用促進費の支出をやめ

ること。関西国際空港と神戸空港を結ぶ「海底トンネル構想」は、計画を撤回するこ

と。 

(４)大阪国際空港周辺の騒音が大きく住民は騒音の軽減を求めている。そのためには、

航空騒音を規定値以下にし、１日３７０便を守ること。２１時以降に離着陸する遅延

便をなくすことを大阪国際空港及び関西エアポート社に求めること。 

(５) 但馬空港については、毎年５億円以上の県の財政支出に加えて、但馬地域の各

市町も多額の負担を強いられている。また、コロナ禍の下では、需要が６割減となり、

今後の需要拡大の見通しもない中、羽田便増便や地方間を結ぶ多様な路線展開等を理

由にした滑走路の増設等は行わないこと。閉鎖することも視野に入れた見直しを行う

こと。 

 

１５．断熱・省エネのまちづくりについて 

(１)官公庁、学校など公共建築で、太陽光パネルで消費エネルギーがまかなえる「ネ

ット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ＺＥＨ)」「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥ

Ｈ）」を実現する等、公共施設から脱炭素をすすめること。 

(２)ゴミの焼却熱、事業所のボイラー熱、バイオマス発電の排熱をはじめ、未利用熱・

地中熱等を病院・オフィス、住宅などの熱エネルギー源として利用をはかること。 

(３)公共事業でライフサイクル・アセスメントを実施して、調達、建築、運用、メン

テナンスにいたる全過程で CO₂排出量を公開すること。環境破壊の無秩序な都市廃開

発をやめ、自然の空気の流れや日差しを有効利用する都市計画をすすめること。 

(４)都市機能や居住区域を集約・コンパクト化し地方をより疲弊させる立地適性化計

画を策定しないよう市町に求めること。 
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(５)大規模小売店舗の進出に当たっては、環境、交通等の影響だけでなく、地域の商

店や住民への様々な影響を調査し、地元商店も共存できる、調和のとれた町づくりを

進めること。 

(６)大規模集客施設の立地にかかる都市機能の調和に関する条例の運用にあたって

は、地域住民の声を十分に反映する機会を保障すること。 

(７)高齢者も障害者も住みやすいバリアフリーのまちづくりについて 

①「福祉のまちづくり」にあたっては、重点地区に限らず県下の各地域においてユニ

バーサルデザインの実現に向けた計画を立てるとともに、障害者など利用者の参画の

もとですすめること。 

②都市部でも発生している高齢者などの「買い物難民」の対策のための移動販売支援

制度ができたが、個店も対象とするなど支援を拡充すること。 

③生活道路を整備するための予算を大幅に増額し、安全な歩道整備、自転車道整備な

ど交通安全対策やバリアフリー対策を中心とした道路整備をさらに推進すること。 

④駅前に障害者専用の乗降のためのスペースをつくること。 

 

１６．公園整備について 

(１)公園整備は、県民が身近で日常的に利用できる適正規模の公園をきめ細かく設置

することを基本とし、市町への助成制度を拡充･新設すること。公園内のバリアフリ

ー化を計画的に促進すること。 

(２)国営明石海峡公園整備事業など国の直轄事業は、県民の立場で必要性を検証する

こと。費用は本来国が責任を負うべきであり、県の負担は中止すること。 

また、改正都市公園法にもとづいて、パークＰＦＩ「公募設置管理制度」の導入に

より整備事業への企業参入が可能となり、海岸ゾーンにシースケープラウンジ（飲食・

ショッピング・温浴施設）などの整備が進められているが、国民のための公園で、参

入企業が営利を追求する事業を中止すること。 

 

１７．県営住宅について 

２０２１年７月、「ひょうご県営住宅整備・管理計画」が改定され、49,950戸（2020

年 4月 1日）の管理戸数から、2025年度に 48,000戸、2030年に 45,000 戸に縮減す

る計画となっている。 

(１)賃金が上がらない中での物価高騰、子育て支援の観点からも安全で低廉な家賃の

県営住宅の役割はますます高まっている。管理戸数削減・住宅集約化計画をやめ、新

規の県営住宅建設など戸数拡充をすすめること。 

(２)改定された「ひょうご県営住宅整備・管理計画」では、「ＬＧＢＴ等性的少数者の

入居を認める…」とし、すでに、県内のパートナーシップ制が導入されている自治体

の県営住宅では、同性カップルの入居が認められているが、すべての県営住宅で、同

性カップルの入居を認めること。 

(３)２０１５年から家賃減免制度の算定が世帯の政令月収から世帯の年間総収入に

基づく計算に変更がされ、家賃が大幅に引き上げられた入居者が多数発生している。
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「住まいは人権」の立場で、実情に即した柔軟な減免制度をあらためて確立するとと

もに、家賃そのものの抜本的減額をおこなうこと。 

(４)入居者の費用負担について、「畳、建具その他家屋の構造上重要でない部分の修

繕に要する費用」、「給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に

要する費用」を削除すること。 

(５)県営住宅の補修工事が財政難を理由に応急処置対応になっていることを改め、住

民の安全を守って改築･改修、エレベーターの設置などバリアフリー化等積極的に行

うとともに、一般会計からの繰り入れも行って、県営住宅の空屋補修予算の増額をは

かり、より多くの県民に住宅を提供すること。 

(６)ＵＲ借上住宅住み替え問題については、世帯主が若くても、継続入居の可能性が

あることをまず説明し、判定委員会で柔軟に対応すること。継続入居となった世帯の

継承は、一般の県営住宅の承継と扱いを同じにし、希望者全ての申し立てを判定委員

会にかけ、柔軟に対応すること。 

(７)民間指定管理者による管理運営により、家賃減免制度の無理解や、生活困難入居

者への福祉的対応がなされないなど、住民サービスが低下している。また、マイナン

バー制度の導入にあたって、民間事業者が個人番号を利用することについての不安も

広がっている。県営住宅の管理については、県が責任を持つようにし、指定管理制度

をやめること。  

(８)家賃滞納による明け渡しを求める「出訴」に当たっては、納入の意思がありなが

ら生活苦から滞納となった居住者に対しては、直接面談して福祉的対応を含めたきめ

細やかな対応をすること。また、家賃回収の債権会社への民間委託を中止し、過剰な

取り立てにならないようにすること。 

(９)入居申請時、民間賃貸の大家からの家賃完済証明書の提出をさせないこと。 

(１０)共益費のあり方について、公営住宅法にある「家賃及び敷金をのぞくほか、権

利金その他の金品を徴収することができない」旨の規定にそって過剰徴収しないこと。 

(１１)駐車料金については、近傍同種とするのでなく、家賃と同様の収入に応じた低

料金の設定をすること。駐車場の有効活用と管理のあり方を見直し、住民の合意のも

とで策定すること。 

(１２)新婚世帯、子育て世代に対する県営住宅の入居優先枠を大幅に増やすこと。 

(１３)ＤＶ被害者の目的外入居用の住宅を確保し、継続入居も含め、柔軟に対応する

こと。ＤＶ被害者等の民間シェルターからの受け入れ戸数を需要に応じて増やすこと 

(１４)すべての県営住宅の耐震性能を公表し、避難機能の向上･確保とともに早急に

改修、建て替えなどの対策をたてること。 

(１５)県営住宅に入居する高齢者のために、LSA 配置基準の改善や 24 時間配置など

改善をはかること。 

(１６)入居承継は、原則、配偶者や高齢・障害者に限定しているが、残された同居者

が、退去が難しいとされるケースに対して、第三者機関である判定委員会などの意見

を参考に、入居承認制度を柔軟に運用するとされている。 

実情に応じ、入居承認制度を広く柔軟に運用するとともに、原則、希望者が承継で
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きるように、見直しをはかること。 

(１７)新型コロナウイルス感染症拡大に伴って、解雇・離職者等、また、ネットカフ

ェの休業に伴い居所を失った人に対し県営住宅の提供を行ったことは、時宜を得たも

のであった。今後も、住居を無くした人への入居措置を行うこと。 

(１８)介護や在宅療養が必要な入居者について、居住面積などを配慮すること。 

(１９)毎年、災害級の猛暑となっているなか、エアコンの設置は、必須となっている。

エアコン用コンセントは、本人負担でなく各戸に常設するとともに、低所得者層など

へのエアコン設置の補助をおこなうこと。 

 

１８．脱炭素の住宅･マンション対策について 

(１)新築・改築時の省エネ・再エネ化を規制と助成一体に進めること。一定規模の建

物建設に断熱化、太陽光パネル設置などの脱炭素化対策を義務化するとともに、省エ

ネ減税・住宅ローン減税などの上乗せなどを実施すること。 

(２)住宅・店舗リフォーム助成制度を県として創設すること。また、耐震化補助制度

の拡充、バリアフリー化推進など中小建設業者の仕事を増やすこと。 

(３)青年や新婚世帯、子育て世代、高齢者、障害者、低所得者向けに「民間賃貸住宅

家賃補助制度」をつくること。  

(４)「特定優良賃貸住宅」民間オーナーへの契約額の引き下げは中止すること。オー

ナーの希望があれば県営住宅として買い取るなどの対応を早急に検討・制度化するこ

と。また、特優賃住宅の県住としての借り上げの契約期限切れについては、入居者の

状況を配慮して柔軟に対応すること。  

(５)特優賃住宅の家賃引き下げを行うこと。民間家主への責任転嫁をやめ、家賃軽減

補助の延長をおこなうこと。  

(６)「簡易耐震診断推進事業」の拡充と、「わが家の耐震改修促進事業」への直接助成

対象枠を大幅に拡大・充実すること。 住宅共済制度の加入を補助要件に含めないこ

と。 

(７)「人生いきいき 80 年住宅改造助成事業」を削減することなく、拡充すること。   

(８)「ゼロゼロ」物件をめぐる入居者が強引に退去させられる「追い出し」被害につ

いて、県内の実態調査を行い、国に規制強化を求めること。 

 

１９．アスベスト対策について 

(１)除去および石綿使用施設の解体、撤去、運搬作業等における被害発生防止対策に

ついて、県民に完全徹底・実施を義務づけること。また解体時は作業従事者はもとよ

り、周辺住民にも作業内容を周知徹底すること。解体現場に対する県の立入検査や搬

送時における監督と指導を強めること。 

(２)民間建築物にかかるアスベスト除去費用にたいする補助制度を県としてつくる

こと。  

 

２０．工事発注について 



46 

 

(１)県幹部職員の天下り全面禁止など、談合防止対策を強化すること。  

(２)談合があった場合は、地方自治法施行令に従い、入札参加資格の取り消しを迅速

に行なうとともに、取り消し期間を原則２４箇月（特例４８箇月）とするなど厳正に

対処すること。  

(３)分離・分割発注などあらゆる工夫をして中小零細企業に発注できる仕事を増やす

こと。  

(４)末端下請け企業まで労務単価保障を行うために、県の責任ですべての下請け契約

を掌握・管理すること。不払いや不当な単価切り下げなどの事態が生じないよう、県

が検査をおこなうこと。  

(５)下請代金不払および賃金不払を根絶するために、「公共工事の入札・契約の適正

化促進法」および建設業法、とりわけ同法第 41 条に基づく勧告実施の決断も必要に

応じて毅然と行うこと。不払いが生じたときは、発注者及び元請け企業に責任を果た

させるシステムを作ること。  

(６)低入札価格調査制度の対象工事については、公共工事の入札及び契約の適正化を

図るための措置に関する指針にある「下請業者も含めた労働条件悪化防止の観点」か

ら立ち入り調査を行い、建設労働者の労働条件の実態把握に努めること。 

 

 

《 病 院 局 》 
 

１．県立病院職員の処遇改善 

(１)県立病院職員の給与抑制策となるような給与率引き下げ方針を撤回し、給与引き

上げ策をおこなうこと。 

(２)県立病院の一般外来看護師や事務職、技能事務職の削減をやめること。 

(３)看護師の超過勤務を早急に是正すること。看護職員の時間外労働に対しては、全

て超過勤務申請の対象とすること、早めに出勤して、患者情報を調べる前残業も、

対象にすること。夜間看護手当を増額すること。定年延長者の給与引き下げを無

くすこと。看護職員の就学資金の貸与制度拡充など看護職員確保策を講じること。 

(４)医師の確保の抜本的な政策を打ち出し必要な医療体制を確保すること 

(５)医業務、看護業務の安易なタスクシフトを止めること。 

 

２．医療体制の強化 

(１)県立病院の経営改善のために、診療報酬の改定を引き続き求めるとともに、必要

な一般財源を繰入れすること。無理な在院日数の縮小など、収入向上に偏重した病院

運営を行わないこと。 

(２)県立病院で感染症病床の増床など感染症対応の機能を強化すること。 

(３)地域医療を後退させ地域の過疎化を加速させる統合再編は行わないこと。 
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３．県立病院の機能充実に向けて 

(１)2018 年 9 月台風第 21 号による高潮の影響で、港島トンネルとこども病院駐車場

周辺の道路が冠水し、アクセスが一時途絶えた。冠水しないよう対策を神戸市に強く

求めること。災害時のための備蓄を十分確保する等、防災体制に万全を期すこと。 

(２)県立こども病院で乳児期・小児期に手術や治療を受け、成人期降も再手術や経過

観察を含め通院が必要な患者が、継続して医療が受けられるよう、成育医療センター

として拡充すること。 

(３)県立淡路医療センターの医療体制の充実を図ること。また、災害拠点病院として

の機能が果たせるようさらなる防災対策をとること。 

(４)県立粒子線医療センターの役割を評価し、財政支援を行いながら存続に向けた協

議を行うこと。 

(５)県立加古川医療センターの医師不足を早急に解消すること 

(６)病児の通院や入院の見舞いに保護者と来る病児の兄弟のための保育室が必要で

ある。院外に兄弟ルームが設置されたが、年齢制限や入院時の兄弟姉妹に限定されて

いることから、対象を緩和し、外来でも利用できるようにするとともに、院内にも兄

弟姉妹の保育ルームを作り、保護者が安心して付き添える環境を早急につくること。 

(７)ポップアップシステムを全県立病院に導入して処方漏れ、医療事故の防止をする

こと。 

(８)患者の在宅復帰、地域移行支援のため、MSW など医療福祉相談員の増員による入

院退院調整機能の強化をすること。 

 

 

《 企 業 庁 》 
 

１．地域整備事業について  

(１)進度調整を行っている播磨科学公園都市２、３工区やひょうご情報公園都市の３、

４工区など、巨大な「公園都市」は、ただちに凍結・中止すること。未利用地につい

ては、これ以上開発を行わず、県民に実態を公表すること。 

(２)地域整備事業会計については、事業ごとに過年度も含めて収益収支状況、資産負

債状況、事業内容がわかる会計制度に改め公表すること。   

(３)先行取得用地をはじめ、企業庁が関わっている用地全てについて時価・含み損も

含めて県民に明らかにするとともに、今後の土地利用計画について県民参加のもとで

見直すこと。 

(４) 今議会で青野運動公苑の民間売却が決定した。淡路夢舞台のホテル等の民間売

却が決められたことも含め、今後、課題解決のためにプロジェクトごとの実態を明ら

かにし県民に明らかにすること。 

 

２．県営水道用水、工業用水事業について  
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(１)新型コロナ危機の下、県水の基本料金を３か月間減免した。現在の物価高のもと

基本料金の減免などの対策を再度行うこと。 

(２)水道事業については、高い県水を市町に押し付けないこと。水道事業の市町連携

にあたっては多発する自然災害に備えたリスク分散を行うこと。そのために市町の自

己水源を確保するための技術支援、財政支援を行い、安易な広域化は進めないこと。 

(３)二部料金制や長期責任水量などの契約方式を見直し、全国的にも高い受水市町の

水道料金をさらに引き下げること。 

(４)工業用水は極端に安い料金で企業に供給している。揖保川第１工業用水は、１ｔ

あたり４円３０銭で、５４年前より２円しか値上げしていない。工業用水道事業法に

ある「社会的経済的事情の変動による著しく不適当」な状態となっている安価な工業

用水料金を見直すこと。また、工業用水の上水転用を規制すること。 

(５) 企業庁が、工業用水供給契約を交わしている事業所の実際の工業用水使用実績

を調査し、契約水量と余剰が生じていれば契約を見直し必要としている事業者と新た

な契約を行うこと。 

(６)淡路水道事業団への支援策を行い、明石海峡の導水管に関わる経費を負担するな

ど、高い料金を解消する施策を実施すること。 

(７)新たに給水対象となる市町に対しても、条例施行規定にもとづき、県水の受け渡

し地点は、すべて対象市町の所在地とすること。 

 

３．地域創生整備事業について  

県は開発用地として県内各地の土地を購入し造成整備してきたが、その負債は約８

００億円に上っている。現在ひょうご情報公園都市などに１３７８．６haの進度調整

地が残されているが過大な土地購入について総括されておらず県民に負担を強いる

ものになっている。あらたなひょうご情報公園都市第２期整備事業は中止すること。 

事業に含まれている神戸・三宮東再整備事業は、コロナパンデミックのもとで見直

されている三宮一極集中をすすめるものであり、推進する必要はない。地域創生整備

事業から除外すること。 

 

《教 育 委 員 会》 
 

これまで進めてきた「県行革」により、県の予算に占める教育費の割合は年々低下

している。こどもたちへの豊かな教育環境を整えるために教育予算を増額し、教育費

の割合を高めること。 

 

１．競争とふるいわけの教育をあらため教育環境の整備 

(１)県立高校教育改革第 3次実施計画は、県内 125校の全日制高校を 2025年に８校、

2028 年に 6 校の合計１４校を削減する計画を示し、2025 年は、８校の募集が停止さ

れ廃校に向かった。しかし、募集停止となった高校でも、存続を願う声が大きく、拙
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速に統合をすすめてきたことに対し、怒りの声もひろがっている。 

教育委員会は、２０２８年度の残り６校については、いったん凍結としているが、

これ以上の統廃合は行わず、きめ細かな教育を進めることができるよう県立高校での

30人学級を早急に取り組むこと。 

(２)学区拡大は、地元の高校に行けず遠距離通学を余儀なくされるなど生徒の進路に

影響を及ぼすだけでなく、地域をあげた高校を残す取り組みにも逆行しており、すべ

ての中学卒業生の進路状況に関する調査を行い、詳細な検証を行うこと。全県１学区

等のさらなる学区拡大を行わないこと。 

(３)全国いっせい学力テストの中止を国に求めること。学力テストよりも、子どもた

ちに寄り添った丁寧な学習指導を行う体制を整えること。 

(４)業者テストの中学生統一模試など、学習到達度テストを学校教育に持ち込まない

こと。 

(５)文部科学省は、40 年ぶりに小学校の学級編成の標準を見直し、2021 年度から 5

年間かけて 35人学級を小学 6年生まで進め、中学生の 35人学級の検討もするとして

いる。県として、必要な教職員を確保し、中学、高校まで３５人学級にすること。 

(６)「少人数授業」については、差別・選別教育につながる能力別編制をしないこと。  

(７)「熱中症警戒アラート」などを適切に活用し、熱中症対策を強化し健康被害を出

さないこと。 

(８)就学支援の充実・強化 

①義務教育は無償が原則であるにもかかわらず、修学旅行費や教材費などの負担が家

計を圧迫しており、無償化の原則に即して家計負担の解消を国に求めること。 

②就学援助の国庫負担制度を元に戻し、対象や支給額を拡充するよう国に求めること。 

(９)学校図書館の充実について  

①学校図書館に専任の図書館司書を配置すること。そのための財政支援を行うこと。  

②学校図書の充実を積極的に図るために、学校図書購入費は学校運営費とは別建てで

確保し、増額すること。  

(９)学校選択制や小中一貫校については、促進しないこと。 

(１０)武道の必修化にともなう柔道の事故防止対策を引き続き行うこと。また、銃剣

道の導入は行わないこと。 

(１１)組体操について、安全を最優先し慎重に検討すること。また、安全指導ができ

る専門性を持った指導者を育成すること。 

(１２)教育の場でいかなる暴力も許されないこと、勝利至上主義に陥らないことなど

を徹底し、授業・部活動など学校教育現場での体罰を根絶するために、繰り返し研修

などを行うこと。 

(１３)１８歳選挙権が施行されたが、生徒が自分の意見を養うために、学校現場が政

治について、萎縮することなく自由に語ることができ、多様な意見にふれる場である

ことが肝要である。行政が「政治的中立性」の名目で、教育内容への介入や、教員や

高校生が当然もっている思想信条の自由や政治的自由の権利を踏みにじることがな

いようにすること。 
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(１４)教育を受けずに来日した外国人、戦後の混乱期などに生活苦のために義務教育

を受けられなかった人たち、不登校など様々な理由で十分な教育を受けられないまま

中学校を卒業した人のための公立夜間中学校設置の法的整備を国に求めるとともに、

県として公立・自主的問わず夜間中学校への支援を強めること。 

(１５)感染防止、感染拡大を防ぐため特別支援学校を始め全ての学校で、消毒液など

の確保、感染予防対策に万全を期すこと。 

 

２．教職員の増員と配置について  

(１)深刻な教員不足で、教師が配置できず、担任が不在、自習にせざるを得ない授業

が出るなど、早急に事態の改善が求められている。 

教育委員会の責任で未配置の実態を、実数で正確に把握する調査を行い、教員の確保

に全力を尽くすこと。教職員定数の改善を図ること。 

(２)産休等やむを得ない場合を除き、定数内の教師は臨時的任用はやめて、すべて、

正規の教職員として採用すること。 

(３)養護教諭をすべての学校に複数配置すること。 

(４)児童生徒支援加配は、旧同和加配校に偏ることなく児童・生徒の実態を十分把握

しておこなうこと。 

(５)こどもの心のケアを手厚くするようスクールカウンセラーを全小学校へ配置し、

週に複数回配置できるよう体制強化を図ること。スクールソーシャルワーカーの人材

確保のため、市町支援を強化し増員を行うこと。 

 

３．職場環境と教職員の労働条件を改善するために  

(１)教職員の長時間労働の改善について 

①労働時間を「繁忙期」は一日１０時間とし、「閑散期」と合わせて 1 年間トータル

で一日８時間以内にする変形労働時間制は、1 日８時間労働の原則を壊すものである

こと、長時間労働を固定化・助長することになるため適用しないこと。 

②県教委は、教職員の業務量の適切な管理に関する措置を定める規則の制定や、県立

学校業務支援員、市町立学校のスクールサポートスタッフ、部活動指導員などを配置

し業務改善に取り組み始めているが、教員の多忙化を抜本的に解消するためには、教

職員の増員が不可欠である。教職員定数改善で教職員を増員し少人数学級（２０人学

級）を進めるよう国に求めること。県教委としても、少人数学級を拡大し、教職員定

数増をはかること。 

③臨時教職員、非常勤講師など非正規の処遇を改善し、早期に正規雇用に切り替える

こと。 

(２)法定内臨時的任用をなくし、すべて正規教諭とすること。 

(３)退職教員の再任用にあたっては定数の枠外とすること。 

(４)教員同士を分断する成果主義賃金につながる教員評価制度を廃止し、学校業務の

民間委託はしないこと。 

(５)非常勤講師の現在の一講義単価方式を改め、月給制・社会保険への加入など、労
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働条件の改善を図ること。  

(６)クラス減となっても実習教員や事務職員の人数は減らさないこと。 

(７)旅費を大幅に確保すること。特に、特別支援学校の修学旅行に関して、安全に実

施できるよう、引率教員確保の予算を別枠で措置すること。 

(８)「主幹教諭」は、上からの「指示・命令」の学校教育に変質させるものであり、

廃止すること。同様に主務教諭も配置しないこと。また、副校長・指導教諭の設置を

行わないこと。 

 

４．施設・設備の改善について 

(１)国連で提唱され内閣府も男女共同参画の指針としている女性の「性と生殖に関す

る健康と権利」の観点からすべての学校トイレに、生理用品を備えること。 

(２)災害級の猛暑、今後の新しい感染症から命と安全を守るため、国に補助継続を求

め、特別支援学校も含め、全ての特別教室・体育館への空調設備の設置を進めるよう、

県独自の支援制度を創設するなど予算措置をおこなうこと。また、適切にエアコンが

使用できるよう学校運営費など十分に財政確保すること。 

(３)市町立学校の耐震化を早急に１００％にするよう支援すること。 

(４)県立学校施設整備計画を見直し、すべての県立学校にエレベーターを設置するこ

と。 

(５)ブロック塀など学校、通学路の徹底した定期的な安全点検を継続して行うこと。

国土交通省の防災・安全交付金の活用とともに、県の支援制度を創設し危険なブロッ

ク塀などの撤去、改修を速やかに行えるよう支援強化すること。 

 

５．高校教育について  

(１）これ以上の公立高校の統廃合を行わず、３５人以下の少人数学級を実現するこ

と。 

(２)高校 1年生から 1 人 1台のタブレット端末を自費購入する方針を撤回し、県費負

担による無償貸与とすること。また、通信費への補助も行うこと。 

(３)生徒数の減少を理由に学級減を行わず、高校入学希望者の全員入学をめざすこと。  

(４)定時制・通信制高校の統廃合をやめ、働きながら学ぶ場として保障すること。ま

た、定時制高校の募集枠を増やし、教職員の増員や教室の確保、給食の実施・充実な

ど、条件整備を急ぐこと。  

(５)高卒者の就職活動については、きめ細やかな対策をとること。県下事業所に対し

て、正規雇用を強力に働きかけるとともに、専任の就職担当教員の増員や必要経費を

確保するなど対策を抜本的に強化すること。  

(６)労働基準法など、労働者の権利を身に付ける学習を高校教育に位置づけること。 

(７)教科書の採択は、学校の自主性を尊重すること。 

(８)制服や教材、修学旅行の積み立て金など教育費は、無償にすること。 

 

６．大学等の教育環境の改善について 
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(１)県立大学・県立芸術文化観光専門職大学の入学金と授業料の無償化は県外在住者

を含め、全ての学生を対象にすること。 

(２)世界的に異常に高い学費が、大学生を深刻な苦境に立たせている。大学生への給

付制奨学金の抜本的拡充を国にもとめ、県独自で大学生向け給付制奨学金を創設する

こと。 

(３)すべての学生を対象に、大学・短大・専門学校の授業料の無償化をはかるよう国

にもとめるとともに、県独自でも減免措置をとること。 

(４)大学入学共通テストでは、英語民間試験と国語・数学の記述式問題の導入をさせ

ないように、国に要請すること。高校生の「主体性評価」のために開発されたとする

データベース「ＪＡＰＡＮｅ―ポートフォリオ」の活用の中止を国に求めること。 

(５)学生の就職活動の早期化・長期化・過熱化をさせないルールづくりを行うよう国

に求めること。「就活ルール」は、会社訪問や面接、内定などの「解禁日」を定めるだ

けでなく、就職試験や面接をはじめ企業の求人活動の在り方についても、学生の精神

的、経済的負担に配慮し、大学教育と両立する規範となるようにすること。 

 

７．いじめ・不登校などの対策強化、こどもに寄り添う教育の充実へ 

(１)いじめの兆候があれば後回しにせず、直ちに対応をすること。教師個人任せにせ

ず、学校・教育委員会でチームを作るなど集団で対応すること。こどもの心に寄り添

い、生徒理解を深める支援を行うこと。その際、いじめ対策のスキルアップを常に行

い、問題をつかむよう専門性を高めること。 

(２)学校現場では子どもの自主的活動の比重を高め、いじめを止める人間関係をつく

る学校づくりをすすめること。被害者の安全を確保したうえで加害者にはやめるまで

対応する、被害者・家族の知る権利を尊重すること。 

(３)いじめによる重大事態が発生し、調査等を行う場合、子どものプライバシーを守

りつつも、隠ぺいなどにつながらないよう調査の透明性を十分補償するよう留意する

こと。 

(４)いじめ・不登校を多発・深刻化させている受験競争など過度の競争と管理の教育

を改め、子どもの声を聞き取り、子どもを人間として大切にする学校をつくること。

子どもの権利条約の普及に務めること。 

(５)教員の多忙化は子どもたちと接する時間や授業の準備をする時間を奪っている。

共同して問題解決にあたる教師集団作りのために、教員の多忙化解消を図り、教員評

価制度をやめること。教職員定数の抜本増をはかり、教員数を拡大すること。 

(６)外国籍のこどもたちを支援する多文化共生サポーターの増員と、その身分保障を

行うこと。政令市、市町負担を軽減すること。 

(７)ネット・ＳＮＳ（ＬＩＮＥ等）を通じた、いじめへの対策を強め、ネット上の言

葉の暴力について、家庭まかせにせず、学校教育でもルールやモラルを教えること。 

(８)不登校の子どもの権利を尊重し、公的支援を拡充すること。不登校担当教員をす

べての小中学校に配置すること。  

(９)児童・生徒や保護者のカウンセリング、教師への助言・援助を行うスクールカウ
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ンセラーをすべての小学校に配置すること。 

(１０)「不登校」などで悩む家族が自主的に組織した「父母の会」との連携を強め専

門家による助言など支援を強化すること。 

 

８．障害をもつ子どもたちの教育権を保障するために  

(１)むこがわ特別支援学校はグランドや園庭を整備し、今後は相談室等を整備予定だ

が通学する子どもたちの教育が限定的とならないよう安全委配慮しながら充実した

教育を行うこと。 

(２）スクールバスの添乗員は民間委託せず公的な介助員を配置し、安全な通学を保

障すること。  

(３)２０２１年９月、各都道府県教育委員会等に発出された文部科学省通知「特別支

援学校設置基準の公布等について」は、劣悪な特別支援教育の環境改善を求める切実

な声が実ったものである。しかし、設置基準は２０２３年の新設校から適用し、既設

校は適用除外され努力義務にとどまるなど不十分な内容である。現存する過密・過大・

長時間通学などが解消され、豊かな障害児教育が実践できる設置基準とするよう国に

求めること。 

(４)文部科学省が求めた「特別支援学校における教室不足の解消について」に基づく

県の計画は、整備が必要な５２室に対し、２０２５年度末までの「集中取組期間」と

される期間では３７室しか解消されず、残りの 15室は県 2029年度までと先延ばしと

なっている。教室不足の解消のための整備については、前倒しも含めて早急に行うこ

と。 

(５）スクールサポーターなど教員補助業務に対して財政補助をすること。 

(６)県立高校でも、特別な支援が必要な生徒に対し、通級による指導が行われている

が、障害児教育の専門性を持った教職員の配置、施設整備などさらに体制を拡充する

こと。 

(７)特別支援教育コーディネーターをすべての学校に加配すること。  

(８)障害別の特別支援学級の設置を進め、定員を 1クラス 6名以下にすること。障害

が重度重複する児童生徒の在籍する学級や多人数が在籍する学級に加配など、教員や

介助員の増員・待遇改善を行うこと。障害児学級へのシャワー室設置などの施設の拡

充・整備を市町まかせにせず、県としても補助を行うこと。 

(９)通級指導のための学校生活支援教員は、国により 2017 年度から１０年間で順次

基礎定数化されることとなっているものの、 ＬＤやＡＤＨＤ、高機能障害児のため

の通級指導の希望は年々増加しており、県としても市町の要望に応え学校生活支援教

員の拡充を進めること。  

(１０)特別支援学校は、小規模分散の地域密着型とし、寄宿舎を存続し拡充すること。

特別支援学校の校区の再編にあたっては、保護者や地域の要望を充分尊重すること。 

(１１)寄宿舎への正規教員の適切な配置と夜間警備体制をつくること。 

(１２)重症心身障害者施設等における訪問教育については、「重度心身障害者の就学

プラン」を拡充し、すべての施設で実施すること。 
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(１３)医療的ケアが必要な障害児が通学する特別支援学校・通常学校に看護師を配置

し、経費は全額公費負担とすること。  

(１４)卒業後の進路を保障すること。受け皿となる施設などの充実を図ること。  

(１５)地域における集団活動を保障するため「放課後児童対策」など健康福祉部との

連携や、医療・福祉など専門機関とのネットワーク、巡回相談など障害児が放課後や

休日に豊かな生活が送れるよう、条件整備を行うこと。  

 

９．学校給食を食育としてさらに充実させるために  

(１)学校教育の重要な柱の一つである食育の観点からも学校給食の無償化実現を国

に求めるとともに、県として無償化すること。 

(２)安全で豊かな完全給食をすべての小・中・特別支援学校で実施すること。安全性

や食育の観点から自校調理を基本とした学校給食とするよう市町に助言と支援を行

うこと。 

(３)食材の地産地消にさらに取り組むこと。また、パン・麺類については国産小麦を

使用すること。  

(４)（財）兵庫県スポーツ協会によって行われている学校給食事業の加工冷凍輸入野

菜などの食品検査体制を強化すること。  

(５)学校給食の異物混入防ぐよう、安全管理の徹底を行うこと。 

 

１０．学校の安全対策について 

(１)「安全配慮義務」を明記するなど、子どもの「安全に教育を受ける権利」を保障

する「学校安全条例」を制定すること。 

(２)安全対策のための施設改善とともに、不審者対応を含めた安全対策の専門職員配

置をすすめること。 

(３)安全・安心の学校とするため、各教室や特別教室などに、校内電話などを設置す

ること。  

(４)地域のスクールガード活動への支援を強めること。  

 

１１．児童の安全で豊かな地域生活実現のために  

子どもたちが地域で自由に安全にすごせ、子どもの権利条約に謳われている「休憩・

余暇・遊び・レクリエ―ション・文化的生活・芸術への参加権」を保障するため、以

下の措置を講じること。  

(１)土曜休日の学習時間を平日に上乗せする学習課程にしないこと。また、行事の精

選等も含め、児童・生徒の基礎学力の保障を中心に学校内で十分議論すること。  

(２)スポーツ・文化・学習のための公的社会教育施設を整備・拡充すること。  

(３)社会教育活動の指導員の養成や課外活動の指導員の確保、専門職員の配置などを

図ること。  

(４)国は「一体型放課後こども教室」を、学童保育の待機児童解消を名目に進めてい

るが、それぞれの役割を十分果たせるよう「一体型」はやめること。小学生が放課後
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に安心して生活・活動できる場を確保するために、「放課後こども教室」事業の拡充を

国に求めるとともに、県としても制度の拡充をすすめること。 

(５)障害児が地域でいきいき生活できるよう専門の指導員を大幅に増やし、送迎・介

助の体制をとること。  

 

１２．体験学習について  

(１)体験教育推進事業は、全県で実施してきた事業であり、神戸市の単独事業でなく、

今後も県としての責任を果たすこと。 

(２)「自然学校」の日数・内容などは各学校の自主性にまかせること。  

(３)「トライやる・ウィーク」については、事前・事後における子ども、教師、保護

者など関係者の論議を保障し、子どもの自主性・集団づくりに役立つものにすること。 

(４)自衛隊は、憲法違反の集団的自衛権行使容認、安保関連法制、「安保関連３文書」

にもとづき、米軍と一緒に海外で先制攻撃を含む武力行使をおこなうことができるよ

うになった。トライやる・ウィークの実施先としてはふさわしくない。自衛隊でのト

ライやる・ウィークは実施しないこと。 

(５)「わくわくオーケストラ」については全県一律ではなく、遠方の市町の負担にな

らないよう場所の配慮など柔軟に検討すること。また、交通費用については県が全額

負担すること。  

 

１３．「子どもの権利条約」を教育の土台として貫くために 

子どもの権利が大切にされる学校運営が求められている。 

(１)子どもの権利や自由な意見表明を阻害する校則（ブラック校則）や「ゼロトレラ

ンス（寛容ゼロ）」、体罰や「指導死」を学校からなくし、「生命、生存及び発達に対す

る権利」「子どもの最善の利益」「子どもの意見の尊重」など子どもの権利を最大限保

障すること。 

(２)「子どもの権利条約」の内容を児童・生徒・学校関係者に周知徹底するために、

副読本と指導書をつくり、学ぶ機会を保障すること。  

(３)教職員集団が日常的に「子どもの権利条約」にもとづく自己点検や討論ができる

場を保障すること。また、教育研修のなかに、「子どもの権利条約」についての学習を

とりいれること。  

 

１４．憲法と子どもの権利条約を柱とした「人権教育」の実施にむけて  

(１)人権文化創造活動支援事業のうち、いわゆる「解放学級」を従来どおり実施して

いるものについて、中止すること。  

(２)「同和教育」に固執する現行の「人権教育基本方針」を撤回し、「基本的人権」と

「人間の尊厳」を基本に据えた人権教育に改めること。  

(３)ＬＧＢＴＱなど性的マイノリティについて、人権教育の柱に位置づけ、教職員の

研修を行うとともに、生徒への啓発を行うこと。 

(４)内心の自由、思想信条の自由を奪う「日の丸」「君が代」の押しつけは、学校教 
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育現場でに行わないこと 

(５)表現の自由の保障、行政の不介入を原則とする「文化・芸術振興基本条例」を制

定し、文化・芸術の活動を保障し、支援すること。また、優れた芸術文化を享受でき

るように，鑑賞活動への支援をおこなうこと。 

(６)道徳の教科化は、成績や評価の対象となり、内心の自由を損なう危険性があるの

で、国に撤回を求めること。  

 

１５．部活動の地域移行、地域展開について 

(１)部活動の地域移行、地域展開にあたって、地域資源や子供や保護者の意向を確 

認し、地域の課題を解決しながら進めること。 

(２)地域の担い手への研修を十分に行うこと。 

(３)地域移行、地域展開後も学校が子どもの安全や教育に責任を持つこと。 

(４)部活動の係る金銭負担の軽減の措置をとること。 

(５)体験格差が生まれることの無いよう、全ての子どもたちに部活動の選択と体験 

機会を確保すること。 

 

１６．県教育委員会について 

(１)知事が任命権をもつ新教育長制度となり、行政の教育への介入が懸念されるが、

教育は「子どもの学習権」の充足が第一義であり、その個性に応じて行われるべきも

のである。教育行政の独立性、自由と自主性を堅持するようつとめること。 

(２)教育委員が現場に出向き、直接子どもや保護者、学校現場から不満や要求を聞き、

行政からの提案をチェックすること。 

(３)教育委員の待遇改善、事務局の体制確保と研修、多様な民意が反映されるような

人選等、住民自治としての役割を果たすための環境を整備すること。 

(４)教育委員会や事務局で、子どもの権利条約を深める研修を行うこと。 

(５)勤務実態調査は正確な調査結果が得られるよう教師からの回答方式にすること。 

 

１７．公立図書館の充実のために  

(１)県立図書館の蔵書・利用者数は、近隣府県と比べて大変遅れた実態であり、取り

組みを抜本的に強化すること。  

(２)県下の図書館空白地域への支援をはかること。  

 

１８．県指定文化財について、県の補助金を増額すること。市町で文化的な活動に積

極的に活用する計画・事業へ、財政的な支援をすること。  

 

１９．県や神戸市等が景観形成重要建造物等に指定している建物を、耐震化などを理

由に取り壊し、建替えが相次いでいる。歴史的にも貴重な建築物であり、街の景観や

歴史・文化のまちづくりのためにも保存が求められる。県下の歴史的・文化的遺産の
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調査・保存をすすめること。 

 

２０．武庫川渓谷にある旧福知山線廃線敷き跡を、遊歩道としてＪＲ西日本と西宮市

によって整備されたが、宝塚市側も含めて、鉄道文化遺産として県民が活用できるよ

うに、ＪＲ西日本に働きかけるとともに、県として支援すること。 

 

 

《  警  察  》 
 

１．交番の統廃合については、地元住民の要望をふまえ、再編統合をやめることも含

めた検討をおこなうこと。 

市民生活の安全を守る地域警察官の比率を高め、要望の強い地域での交番や駐在所

の設置をすすめること。 

 

２．警察の改革について 

(１)県民に開かれ、身近に相談できる警察、現場重視の人事配置、市民相談室の改

善、女性警察官をふやすこと。  

(２)警備警察から市民生活の安全を守る警察行政にするため、地域警察官の比率を

高めるとともに、キャリアシステムを改革し、警察勤務に誇りが持てるよう試験制

度なども改革を行うこと。  

(３)兵庫県警の民主的な運営と政治的中立性を確保することを目的として設けられ

ている公安委員会を、委員の住民推薦・公選制などを導入し県警から独立させ、独

自の事務局をもうけ、警察行政にかかわる諸問題、予算配分などについて必要な調

査・検討をおこなえるようにすること。 

(４)警察官の労働基本権を保障するため、労働条件の実態とその改善策を明らかに

すること。給与削減や労働条件の改悪をしないこと。 

(５)警察に許認可権がある「風営法」に関わるパチンコ業界、信号機設置企業など

関係の深い業界、「交通安全協会」等への天下りをやめること。  

(６)「裏金」の原資とも指摘されている刑事警察費の捜査報償費は、使い方を検証

し、削減すること。 

(７)本年１０月、大麻所持等により県警巡査部長が逮捕・起訴されるなど、毎年、逮

捕・検挙者が出ていることは、大変遺憾である。大麻問題や覚せい剤、ＭＤＭＡ、危

険ドラッグなどの薬物対策を強化すること。 

 

３．県警職員のパワーハラスメント行為の事案が発生している。指導の域を超えた

嫌がらせ等のパワーハラスメントや違法な命令・体罰等は、社会通念上相当性を欠

いた行為である。指導者としての研修を実施し、対策を講じること。また、当事者

が相談しやすいように、第三者機関等に相談窓口を設置すること。 
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４．女性や子どもへの犯罪について、ストーカー規制法、改正 DV 防止法、児童虐待

防止法の的確な適用、被害者の相談には、自治体担当者や性暴力被害センターと密

接に連携し、問題解決まで対応すること。警察官によるセクハラ、わいせつ行為等

で書類送検、処分が相次いでいる。問題を重視し再発防止に努めること。 

 

５．痴漢対策について 

痴漢は最も身近な性暴力であり、性犯罪である。昨今、受験シーズンにインター

ネットやＳＮＳで、受験生を狙った痴漢行為を煽る投稿がされている。その後の人

生に影響を与える入学試験や司法試験の日に痴漢加害を行うという極めて悪質で、

卑劣な行為を許すわけにはいかない。 痴漢対策は、受験シーズンに留まらず、恒久

的な政治課題として、行政が取り組むことを求める。  

(１)鉄道警察隊を増員すること。  

(２)痴漢加害を起こさせないよう、公共交通機関における対策を普段に増して強化

することが必要である。現在、音声によるアナウンスや電車内の動画、電光掲示板

での痴漢の加害防止のための呼びかけ、防犯カメラ設置などが行われるようになっ

た。さらに駅の係員の増員、電車内の巡回警備、警察官による巡回など、具体的な

取り組みを行うこと。また鉄道会社に対し、遅刻せざるを得ない状況に至った証明

書などを発行するように働きかけること。  

(３)薄着になる６～８月は盗撮事案が他の月の２倍以上になるといわれている。盗

撮を防ぐために、駅のエスカレーターに鏡を設置する取り組みが各地に広がってい

る。大阪から始まり東京、神奈川、千葉や愛知の各県警で導入されている。導入後

大阪駅の被害はなくなったとのことである。兵庫県警も導入を検討すること。 

(４)兵庫県警においては、受験シーズン等での痴漢防止のために、特別な体制をと

り、対応すること。痴漢被害が発生した場合、迅速に対応すること。 

(５)特に受験シーズンでは、中学・高校・大学入試において、痴漢被害を含めて本

人の責めによらない事由で遅れた場合は、救済措置の対象とし、別途、受験機会を

保障するよう関係各機関に働きかけること。 

(６)痴漢被害の実態を調査・把握し、相談窓口の充実、被害者の救済、加害根絶の

ための啓発や有害図書規制、加害者更生の推進など、関係機関と連携し、行うこと。 

 

６．交通事故・交通公害から県民、子どもの生命と健康を守るために  

(１)児童の死傷事故など、通学路などでの重大な自動車交通事故が相次いでいる。

改めて、通学路、園児等の移動経路などでの総点検をおこなうとともに、生活道路

の安全確保のため、自動車優先から歩行者優先の道路交通政策に切り替えるために

以下の施策をすすめること。 

①危険個所の安全対策を緊急に講ずること。 

②通学路に加え、園児等の移動経路など、危険箇所について、信号機・道路標識・

ガードレールなど安全施設の設置、危険個所回避のための通行路の見直し、子ども
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の見守り活動や交通安全指導などの安全対策を緊急に講ずること。 

③学校や保育園、公園の半径５００ｍ以内の道路は、「ゾーン３０」区域の指定をす

すめること。「生活道路対策エリア」区域の拡充をおこなうこと。 

(２)信号機設置箇所の増設、音響式信号機、エスコートゾーン、消えかかっている

横断歩道の白線や道路標示など、交通安全対策のための予算を抜本的に拡充するこ

と。 

(３)「持続可能な交通安全施設等の整備の在り方に関する懇話会」などで、交通安

全施設の整備の在り方が検討され、２０１９年に撤去の検討対象となった信号機１

６６機のうち、すでに６４機が撤去され、２０２４年３月をもってこの事業は一応

終了した。残り１０２機については引き続き撤去対象とし、個別に検討されるとの

ことである。交通安全における信号機の役割は引き続き求められており、撤去対象

となっている信号機については、地元住民の意向もよく聞き、慎重に検討し、撤去

ありきでなく、維持・改修も含めた対応をおこなうこと。 

(４)２０２５年度の信号機の新設予定は１２機となっているが、少なすぎる。住民

要望を踏まえ、必要か所に適切な信号機設置をおこなうこと。 

(５) 視覚障害者の横断歩行などを支援する高度化 PICS は、神戸市、西宮市、明石

市、尼崎市、姫路市で計２３機（２０２５年３月３１日現在）が設置されているが、

要望のある地域などに、広く設置すること。 

 また、利用者の意見をよく聞き、福祉やまちづくりの観点から専門職、関連部署

と連携しながら、実用化に向けた開発を行うなど視覚障害者の安全な横断歩行に資

する対策を行うこと。 

(６)神戸市の西神戸有料道路の無料化に伴う大型車両の通行増加や車線減少等で、

兵庫区での事故増は、住民の安全を脅かしている。山麓バイパスを無料化して、交

通量を分散させるなど、神戸市とも協力しさらなる対策を行うこと。 

(７)自転車や電動キックボードの交通マナー向上のため、取り締まりだけでなく、

啓発等を徹底すること。 

(８)過積載に対する取り締まりを強化すること。その際、運転者だけではなく雇用

している企業及び元請等に対する厳しい指導、監督を行うこと。  

 

７．道路交通法にもとづく、民間委託業者も含めた駐車違反取締りについて 

(１)中小・零細業者、医療・介護の車など、やむをえない事情がある場合は、十分

に配慮を行うこと。 

(２)駐車許可標章の周知・徹底をはかること。障害者の申請・発行については、近

くの派出所などでも取り扱えるようにすること。 

(３)パーキングメーターの料金については、商店街などの要望に応え、柔軟な料金

設定を検討すること。 

 

８．青少年犯罪の取り締まりと補導について  

(１)青少年の取り締まりや補導にあたっては、「子どもの権利条約」の精神を十分に
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踏まえ、「少年警察活動規則」の厳格な実施ができるよう警察官の教育を徹底するこ

と。 

(２)「少年法」の適用にあたって、安易な厳罰主義を慎み、教育的立場を貫くこと。  

(３)少年サポートセンターが未配置の地域にも計画的に配置し、補導活動を強める

こと。 

 

９．未成年者などの薬物事件が多発している。薬物対策を強化すること。 

 

１０．高齢者が自ら運転しなくても生活できる支援として、免許証「自主返納」者

へのバス、電車など公共交通機関やタクシーの運賃割引が受けられるようにするこ

とを各行政機関に働きかけること。 

 

１１．認知症の行方不明者の捜索や未然に防ぐ対策を強化すること。そのための研

修も行うこと。 

 

１２．特殊詐欺防止について 

(１)ヤミ金・振り込め詐欺・架空請求など経済事犯や増え続ける児童虐待、ストー

カー犯罪など、生活安全に関わる対策を人的体制も含め充実、強化すること。 

(２)特殊詐欺の被害防止の意識づけのために高齢者を中心に配布されている特殊詐

欺簡易型警告・自動通話録音機「録音チュー」は、被害への不安解消のため、さら

に規模をひろげて配布すること。また、貸出期間については、被貸与者が貸出しの

継続を希望があれば延長し、引き続き被貸与者の意向に応じた運用を継続すること。 

 

１３．暴力団対策について 

(１)山口組をはじめとする暴力団の取り締まりを強化すること。また、暴力団組織の

実態解明に努めるとともに、取締と暴力団排除の両面から総合的な対策を徹底し、暴

力団の弱体化、及び壊滅に向けて取り込むこと。 

 警戒に当たっては、場所や方法等を十分に検討し、県民の安全確保に万全を期する

こと。 

(２)暴力団排除条例の運用については、県民に対し、相互監視、プライバシーの権利

の侵害につながらないようにすること。条例の一部改正により、暴力団員による青少

年の健全育成を阻害する行為の禁止が加えられたが、罰則強化などでさらに実効ある

ものにすること。 

 

１４．自白偏重捜査による誤認逮捕をなくすため、すべての捜査の全体を可視化す

ること。また、冤罪の温床となっている「代用監獄」をやめ、被疑者・被告人は法務

省が管理する拘置所に収容するように取り組みをすすめること。 

 

１５．現行の「刑事訴訟法の《再審規定》」について、①再審開始決定に対する検察
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の《不服申し立て》の禁止を制度化する、②再審における検察手持ちの証拠のすべ

ての開示を制度化する、③再審の審理方法の公正な手続きを制度化する、の３点に

留意した改正を国に求めること。 

 

１６．２０１７年に強行したテロ等組織犯罪処罰法(共謀罪法)は、国民の人権を侵

す法律であり廃止するように国にもとめること。憲法を蹂躙するような恣意的運用

はおこなわないこと。 

 

１７．憲法で保障された「言論の自由」を侵害するような、選挙活動への介入やビ

ラ配布・署名活動に対する干渉・妨害行為は、やめること。 

 

１８．風営法にもとづく飲食店への過度な取り締まり、チェック・指導は、行わな

いこと。法律の運用は、国会付帯決議(１９８４年)に基づき、表現の自由、営業の

自由など憲法で保障された基本的人権を侵害しないよう慎重におこなうこと。 

 

１９．産業廃棄物、建設残土、家電製品、廃自動車、廃タイヤ、有害物資などの不法

投棄等については、一層パトロールを強化し、「法」に基づき「指導と取り締まり」

を徹底すること。  

 

２０．ガールズバーなどの客引き行為の取り締まりを、地元商店街や住民の要望を聞

き強化すること。 

 

以上 


